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○議事日程（第２号） 

  平成18年３月３日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程（議案第１号から議案第47号まで） 

 日程第２ 

  追加議案の上程 

  議案第48号 内灘町基本構想の策定について 

  提案理由の説明 

 日程第３ 

  町政一般質問 

   ８番 野 村 輝 久 

   ３番 能 村 憲 治 

   ９番 八 田 外茂男 

   ５番 清 水 文 雄 

   15番 田 中 祥 次 

   ６番 水 口 裕 子 

   １番 夷 藤   満 

   10番 中 川   達 

   18番 堂 下 清 孝 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【堂下清孝君】 皆様、おはようござ

います。 

 ３月に入りましたが、まだまだ寒い日が続

いております。傍聴の皆様方におかれまして

は、大変寒い中、かつ足元のお悪い中、本会

議場にお越しいただきまして、心から感謝申

し上げます。 

 議員各位におかれましては、当初予算を審

議する重要な定例会でございますので、健康

には十分留意の上、慎重審議を賜りますよう、

まずお願いをしておきます。 

 ただいまの出席議員は、18名全員でありま

す。よって、会議の定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【堂下清孝君】 本日の会議に説明の

ため出席をしている者は、１日の会議に配付

の説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【堂下清孝君】 日程第１、議案第１

号専決処分の承認を求めることについて〔平

成17年度内灘町一般会計補正予算（第７号）〕

から議案第47号小字の区域の変更についてま

での47議案を一括して議題といたします。 

 各議案に対する提案理由の説明は、既に聴
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取しております。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【堂下清孝君】 これより提出議案に

対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【堂下清孝君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第１号専

決処分の承認を求めることについて〔平成17

年度内灘町一般会計補正予算（第７号）から

議案第47号小字の区域の変更についてまでの

47議案は、お手元に配付いたしてあります議

案付託表のとおり所管の各常任委員会に付託

したいと思います。これにご異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【堂下清孝君】 ご異議なしと認めま

す。よって、各議案は議案付託表のとおり所

管の各常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 

 なお、継続審査となっております陳情第８

号及び陳情第９号については、付託委員会の

方で審査願います。 

 次に、今期定例会までに受理をいたしまし

た陳情第10号「公共サービスの安易な民間開

放は行わず、充実を求める意見書」提出に関

する陳情、請願第23号地籍調査の促進につい

ては、お手元に配付の請願・陳情文書表のと

おり所管の各常任委員会に付託いたしますの

で、審査をお願いします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案の上程 

○議長【堂下清孝君】 日程第２、追加議案

の上程を行います。 

 議案第48号内灘町基本構想の策定について

を議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【堂下清孝君】 これより町長から追

加議案に対する提案理由の説明を求めます。

八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 おはようございま

す。 

 傍聴者の皆様には、早朝から大変ご苦労さ

までございます。 

 それでは、議案第48号 内灘町基本構想の

策定につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

 本案は、内灘町における総合的かつ計画的

な行政運営を進めるための基本構想の議決を

求めるものでございます。 

 現在の基本構想は、平成６年度から平成17

年度を計画期間とする第３次総合計画として

定められたものであり、本町のまちづくりの

さまざまな施策は、この基本構想の理念に基

づいて推進してきたところであります。 

 この計画は、本年度をもちまして目標年次

を迎えることになりますので、今般、平成18

年度を初年度とし、平成27年度までの10年間

を計画期間とする新たな第４次総合計画の基

本構想を策定するものであります。 

 目標年次における人口想定を３万人とし、

一、つながりを大切にした活気のあるまち、

一、緑と水に抱かれた便利で安全・安心のま

ち、一、住民と行政がともに考え育てるまち

というまちづくりにおける３つの基本理念を

念頭に置き、内灘町の将来の姿、いわゆる将

来都市像を「人がいきいき まちが元気 個

性が輝く魅力あるまち うちなだ」と定めま

した。 

 また、行政全般にわたる施策につきまして

は、１、福祉・医療・安全の分野では「みん

なが安心して暮らせるまちづくり」、２、教

育・文化・スポーツの分野では「自分と郷土

に誇りをもった人を育むまちづくり」、３、

 －16－



産業の分野では「地域活力と賑わいを生み出

す元気なまちづくり」、４、都市基盤の分野

では「便利で住みよい快適なまちづくり」、

５、自然・環境の分野では「豊かな自然を未

来に引き継ぐまちづくり」、６、住民参画・

行財政の分野では「積極的な住民参画と住民

の創意工夫を生かしたまちづくり」という６

つの柱に体系化し、諸施策の推進について記

述しております。 

 別紙のとおり策定いたしました基本構想に

つきましては、地方自治法第２条第４項の規

定に基づき議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げ、私

の説明を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【堂下清孝君】 これより追加議案に

対する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。──質疑なしと認めま

す。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○議長【堂下清孝君】 お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第48号内

灘町基本構想の策定については、お手元に配

付をしてあります議案付託表のとおり、所管

の総務常任委員会に付託をしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【堂下清孝君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第48号は所管の総務常任委

員会に付託することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【堂下清孝君】 日程第３、これより

町政に対する一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 なお、関連質問につきましては、通告によ

る質問が終わってからお願いをいたします。 

 ８番、野村輝久さん。 

   〔８番 野村輝久君 登壇〕 

○８番【野村輝久君】 傍聴の皆様には、早

朝から議会においでいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 平成18年第１回定例町議会におきまして質

問の機会をいただきましたので、あらかじめ

通告してあります３点について質問をしたい

と思います。 

 答弁をされる町長初め町当局者におかれま

しては、簡潔明瞭な答弁をいただきますよう、

まず前もってお願い申し上げます。 

 質問の第１点は、河北潟の浄化と活用対策

についてでございます。 

 河北潟は、昭和38年から始められた国営干

拓事業によって面積が往時の３分の１に狭ま

り、約889ヘクタールとなりましたが、それで

もなお河北潟は石川県内最大の面積を誇る湖

なのであります。 

 かつて河北潟は、漁業を営む内灘の人々の

生活と密接にかかわる大切な存在でありまし

た。また河北潟は、かつては「蓮湖」や「大

清湖」とも呼ばれていたように、その景色の

美しさも加賀の国を代表するほどのものであ

りました。東海道五十三次で知られる絵師安

藤広重が江戸時代の後期に加賀の国を訪れた

とき、内灘まで足を運んで描いた『蓮湖の漁

火』の絵は、漁火に火を灯して漁が行われて

いる河北潟の様子を内灘砂丘から眺めた美し

い景色として残されたものでありました。私

は、この絵と河北潟の存在を町民はもっとも

っと誇りにしてよいのではないかと思うので

ありますが、今では河北潟自体がその当時と

比べて大きく姿を変えていることは事実であ

ります。 

 とはいえ、小さくなりはしたものの、今も
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なお河北潟は海、砂丘、潟という内灘の自然

を形成する３つの重要な要素の一つであるこ

とには変わりはないのであります。 

 干拓後の河北潟は、その規模を大幅に縮小

させると同時に、その水質も悪化の一途をた

どり、今ではその水質は環境基準を大きく上

回る悪さであることはご承知のとおりであり

ます。 

 この河北潟の水質浄化対策につきましては、

平成15年９月に当時の河北郡５町と金沢市で

河北潟環境対策期成同盟会を設立し、国や県

に対して河北潟の浄化や浸水対策を求めてま

いりました。流域自治体間の連携によって河

北潟の環境問題に取り組んだことは、河北潟

の歴史において画期的なことであったと思う

のであります。 

 平成16年１月には、流域市町の６人の首長

さん方が全員そろって谷本知事に河北潟の水

質浄化と浸水対策を強く求める陳情を行って

おりますが、このとき谷本知事は「３カ年計

画で調査を実施しており、積極的に取り組み

たい」旨の答えをしておられました。県の行

った３カ年計画の調査結果は、その後結果も

出されたことと思われますが、それは一体ど

のようなものであったのでしょうか。まず、

その調査結果の概要とそれに対する町の考え

方をお尋ねするものであります。 

 私は、河北潟の水質浄化対策が実質的な効

果を上げるためには、国や県に本腰を入れて

もらわなければならないのは当然だと思いま

すが、そのためには流域自治体が共同して国

や県に働きかけるのが最も有効な手段である

と思うのであります。しかし、もう一つ大切

なことは、流域自治体共同の事業とは別に、

河北潟に利害が最も深い地元自治体として、

内灘町独自の河北潟浄化に向けた取り組みが

必要であろうと思うのであります。 

 このことにつきましては、私は平成16年第

１回定例町議会の一般質問において、町民へ

の河北潟浄化に対するアピールの手段として、

フォーラムの開催や写真や写生のコンクール

を実施することや、河北潟に舟を浮かべての

舟遊びを試みることなどさまざまな提案をし、

また町の考え方をただしたところであります。 

 その後、内灘町には河北潟の水質浄化を目

指すボランティアグループができて、毎月水

質調査を実施しており、また小中学生による

河北潟の水質調査の報告が連合婦人会などが

開催している町民環境フォーラムで行われる

など、河北潟の浄化に町民の関心が向かう下

地が徐々に築かれてきているように思うので

あります。しかし、これまで町の取り組みで

は、町民の関心を要求するには物足りないも

のが感じられるのであります。 

 そこで、これまでの町の取り組みの状況を

町はどのように評価しておられるのか。また、

これからの浄化対策の推進についてどのよう

な考え方を持っておられるのかをお尋ねする

ものであります。 

 次に、質問の第２点目は、内灘町の活性化

事業についてであります。 

 とりわけ、内灘町の地域資源としての風力

発電事業の推進についてお伺いするものであ

ります。 

 地球の温暖化がこのままの速度で進行する

と、私たちの将来に大きな災いをもたらすと

いう予測が世界の数多くの研究機関から次々

と発表されています。また、これらの警告を

裏づけるかのように、もう既に世界的な規模

で地球温暖化によるものと思われる気象の異

変が続発しています。豪雨、豪雪、大干ばつ、

砂漠化、巨大な台風、巨大ハリケーンといっ

た形で頻繁に、また深刻に、地球のあちこち

を襲い始めています。 

 地球温暖化を防止するための世界的な取り

組みとしては京都議定書があり、ことしはそ

の議定書が発効して１年を経過した年でもあ

ります。二酸化炭素の最大の排出国であるア

メリカの調印国からの脱退や、近年急速な経

済発展を遂げ二酸化炭素排出量を大幅に増加
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させている中国やインド等の京都議定書への

不参加など、その国際的な取り組み自体にも

多くの問題が生じてきていることはご承知の

とおりであります。 

 地球温暖化を防止するための取り組みは、

こうした国家間の取り決めというスケールの

ものばかりではなく、私たちのごく身近なと

ころでもウオームビズやクールビズ、あるい

はライトダウンキャンペーンなどさまざまな

形で取り組みが進められております。 

 今や大気に排出される二酸化炭素をいかに

減少させるかは、国や大企業ばかりではなく、

自治体や町民自身が生活者のレベルで真剣に

取り組むべき課題となってきています。 

 その手段の一つとして、化石燃料から得て

いる電気を太陽光や風力などといった自然エ

ネルギーから得る努力は、今日では世界的に

行われている地球温暖化対策の一つとなって

いるのであります。そういった意味では、内

灘町が町の施設として風力発電所を持ってい

ることは、内灘町民が大きな誇りにしてよい

ことであろうと思うのであります。 

 その内灘町の風力発電所でありますが、平

成15年の11月に完成して以来平成17年12月末

までの２年２カ月間で、発電量にして638万キ

ロワット、売電価格にして7,290万円という大

きな成果を上げているのであります。これは、

二酸化炭素の削減量にして2,367トンの削減

効果を発揮したことになるのであります。 

 ところで、町長はさきの12月定例議会にお

いて、町の活性化策の一環として風力発電所

の受け入れについて前向きに取り組みたいと

の意思表明をされておられましたが、私も地

球環境への貢献と同時に、風力という内灘町

の貴重な地域資源を大いに活用した町の活性

化策を積極的に講じるべきだと思うのであり

ます。 

 国の財政事情の悪化から、これから国から

の財源に過度に依存している自治体は生き残

れない時代になっていくと言われております。

高齢化の進む中で、今後、内灘町民が豊かな

暮らしを得るためには、国からの財源に頼る

のではなく、町独自の税財源を確保すること

が不可欠だと思うのであります。 

 そのためには企業の誘致が必要であります

が、今内灘町に進出を希望している企業が着

目しているのが、内灘町の風力という地球に

優しい地域資源なのであります。企業の誘致

に当たっては、騒音などの環境問題に細心の

注意を払うのは当然のことでありますが、そ

うした努力を払った上で、内灘町の地域資源

を活用する風力発電事業の受け入れに積極的

に取り組むべきと思うのでありますが、この

件についての町長の見解を再度お尋ねして、

次の質問に移りたいと思います。 

 質問の第３点目は、インターネットの積極

的な対応を進めよというものであります。 

 内灘町は、平成18年１月からホームページ

を一新しました。これまでのホームページに

比べて格段に内容が豊富になり、また見やす

くなったといううれしい評判もよく聞くよう

になりました。毎日のように新しいお知らせ、

写真が載っているなど、生き生きした情報発

信がなされていることを高く評価する町民も

おられました。 

 市町村行政にとって今やインターネットを

通しての情報発信は、その自治体の行政能力

すら比較され、また評価されるほどに重要な

位置を占めてきているものと思うのでありま

す。町の魅力を磨くことは、行政にとっても

住民にとっても大切なことでありますが、同

時に、その魅力を外の世界に向けて発信して

いくこともまた大切なことであります。イン

ターネットは、町の魅力を最も安価に、最も

有効に発信できる情報手段だと思います。そ

ういった意味では、本年１月からホームペー

ジを一新して親しみやすいものにしたことは、

極めて有意義であったと思うのであります。 

 ただ、残念なことは、町行政からの情報を

提供することにおいては有効に機能している
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といっても、内灘町の魅力を果たして全体的

に伝えるのかというと、少しばかり物足りな

いものがあるように思うのであります。 

 町長は、本年１月号の「広報うちなだ」で、

「本町の大きな魅力や活力の一つは、広範な

ボランティアの方々の活動である」と語って

おられましたが、外からインターネットで内

灘の町を見に来たときに、町の魅力をより大

きなものとするために広い意味で内灘町の魅

力を支えている各種のボランティア団体の活

動を網羅するものにしてはどうかと思うので

あります。つまり、インターネットを通して、

内灘町の文化、スポーツ、福祉等々のさまざ

まなボランティア団体の活動を紹介するよう

な工夫を町のホームページ上に網羅してはど

うかと思うのであります。 

 確かに、それはそれぞれのボランティア団

体がホームページを持って、町のホームペー

ジを上からリンクすれば見られるようになる

でしょうが、そのホームページづくりにもま

まならないボランティア団体もあるので、そ

れらの活動を紹介するような工夫をするため

に、町として手をかしてみてはどうかと思う

のであります。町の方で直接に各種団体のホ

ームページ立ち上げに力をかすことが不可能

であれば、例えばそうしたことをお手伝いで

きる人のボランティアを募るなどするのも一

つの方法ではないかと思うのであります。 

 いずれにいたしましても、魅力的な町を発

信するために、文化やスポーツなどの魅力的

な地域活動やボランティアの活動内容を知る

ことができるように、それを町のホームペー

ジからだれでもが見ることができるようにす

る。そんなふうにまでなったら、町のホーム

ページそのものがさらに充実すると思うので

すが、そのようなお考えがあるのかどうかを

お尋ねして、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 野村副議長の一般

質問から、まず河北潟の浄化と活用対策につ

いてお答えしたいと思います。 

 最初に、平成16年１月に河北潟環境対策期

成同盟会が谷本知事に対して陳情を行った際

に、議員ご指摘のとおり、谷本知事は「３カ

年計画で調査を実施しており、積極的に取り

組みたい」、こういうふうに答えられたので

あります。 

 この３カ年計画での調査につきましては、

平成15年度から17年度の３カ年で、河北潟に

流入する生活系、産業系、畜産系の汚濁負荷

量を調査するものでありまして、まだ取りま

とめができていなく、現在のところ公表され

ていない、こんなふうに県から聞いておるわ

けであります。この調査結果が公表されまし

たら、期成同盟会で分析をして対応策を検討

していきたいと、こんなふうに考えているわ

けであります。 

 また県では、農業分野においても、より環

境に配慮した対応が求められていることから、

干拓地内において現在畑作が主流となってい

るわけですが、仮に畑作を水稲作に転換した

場合、１つ、圃場からの流出する窒素の70％

以上が削減されること。２つ目として水田か

らの排水を極力抑える工夫をすることで窒素

をさらに削減することが期待されること。こ

ういうことから、県として河北潟水域の水質

保全と干拓地における水稲の優位性を実証す

る目的で、平成18年度において干拓地内で緩

効性肥料の施用や水田からの排水を極力抑え

る水管理などの負荷軽減技術の試験圃場を設

けると伺っているわけであります。 

 次に、町の取り組みにつきましてですが、

平成８年度から生態系活用水質浄化施設でホ

テイアオイなどの水生植物での水質浄化の研

究や、町連合婦人会が開催しております河北

潟をテーマとした、ご指摘の環境フォーラム

に対して支援をいたしております。昨年度か
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ら河北潟水質ボランティアの皆様からご協力

をいただきまして、毎月２回、４地点での水

質分析も行っておるわけであります。 

 また、期成同盟会では、流域住民の皆様に

河北潟の水質浄化に向けての機運を高めてい

ただくことを目的に、昨年10月に河北潟さわ

やかフェスタ、またことしの２月に河北潟さ

わやかシンポジウムを開催をし、河北潟に関

連した民間団体や干拓地の農業関係者など多

数の方々のご協力をいただいて、たくさんの

ご来場でにぎわったわけであります。 

 この事業は、国から平成17年度、地域資源

活用構想策定等支援調査事業の採択を受けて

実施したものでありまして、河北潟流域住民

と潟とのこれまでの深いつながりやその歴史

を通じて、私たちの貴重な地域資源でありま

す河北潟の魅力を再発見していただくよい機

会となったものと確信をしているわけであり

ます。 

 また、流域住民や農業関係者、そして行政

が協力し合って河北潟についての認識を深め

たことは、今後の河北潟の浄化を含めた利活

用を展開していく上でその端緒となったもの

と考えているわけであります。 

 次に、今後の浄化対策の推進方法でありま

すが、期成同盟会において昨年視察に行きま

した新潟県福島潟の強制排水による水質浄化

と浸水対策などを参考に、平成18年度、水位

を下げた場合の影響調査や底質土及び水質調

査などのさまざまなデータの収集を行って、

具体的な河北潟の将来構想を策定していく予

定となっているわけであります。 

 いずれにしましても、河北潟の水質浄化に

向け、浸水対策とあわせて、引き続き国や県

に対して流域の２市２町、力を合わせて粘り

強く要望してまいりたいと思っているわけで

あります。 

 次に、町の活性化事業についての質問でご

ざいますが、今現在、北部地区の砂丘地にお

いて、３社の風力発電事業者がウインドファ

ーム建設計画を町に提案をしてきておるわけ

であります。いずれの事業者におきましても、

平成18年度中に国の補助採択を受け工事着工

を考えており、既に環境調査等に着手をし、

地元との調整に入る準備をしている業者もあ

るわけでございます。 

 町といたしましても、風力発電事業につき

ましては町営の風力発電所が当初計画を超え

る実績を上げていることから、単にクリーン

エネルギーだという環境対策としての面だけ

でなく、本町に吹く風は町の貴重な地域資源

であるとの観点から、自主財源確保のための

極めて有効な手段であると考えておるわけで

あります。 

 したがいまして、今回のウインドファーム

計画におきましても、騒音や自然環境に対し

てクリアをし、また地元住民の理解を得られ

た事業計画につきましては、町財政への貢献

度等も勘案しながら、議会の皆様にお諮りを

して、早期完成に向けて協力をし、町の活性

化を図ってまいりたいと、こんなふうに考え

ているわけであります。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 西尾雄次まちづくり

政策部長。 

 〔まちづくり政策部長 西尾雄次君 登壇〕 

○まちづくり政策部長【西尾雄次君】 野村

議員のインターネットの積極的な対応を進め

よというご質問にお答えをいたします。 

 ご質問の中にもございましたが、町のホー

ムページは本年１月４日をもって全面改訂を

行いました。昨年までのホームページに比べ

まして、この間に住民の皆様のご利用いただ

いた件数、つまりアクセス件数は大幅に伸び

ておりますし、新システムを利用したメール

による貴重なご意見も数多く届いております。

このホームページの改訂は、積極的な情報公

開、情報発信と住民参加、そういったものを

前提に導入した新ホームページでございます。 

 さて、議員ご質問の町のホームページに町
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の各種協会やボランティア団体等のページも

入れよという件につきましては、各種協会や

ボランティア団体の諸事情やその独自性に十

分配慮をした上で、町として協力し、情報発

信できるよう考えてまいりたいと考えており

ますし、そのホームページを通して、地域や

町全体の活性化あるいは町の魅力づくりにつ

ながるよう、そのように努めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長【堂下清孝君】 ８番、野村輝久さん、

よろしいですか。 

 ８番、野村輝久さん。 

○８番【野村輝久君】 （議席より）議席か

ら再質問させていただきます。 

 今ほど町長の方から、河北潟浄化について

はご丁寧なご答弁いただきまして、ありがと

うございました。 

 ただ、今まで何回もこの質問を私はしてい

るんですが、何回してもなかなか具体的な答

えが出ていないというのが現実なんですよね。

そういうことから、このように何回も質問し

ておるわけなんですが。 

 先ほどの町長の方からもありましたが、千

葉県の手賀沼あるいは新潟県の福島潟、これ

らについては、私たち議員同僚と一緒に私た

ちも調査しているわけなんです。真剣に議員

の方も取り組んでいるんです。ですけど、県

の方のお答えにしろ、町の方のお答えは、な

かなかはっきりとは出てこない。 

 私は、この２つの視察の結果感じたことは、

とても町独自でできないような膨大な費用が

かかるということをまず再認識したわけなん

です。 

 そうすると、先ほどの質問でもございまし

たように、県や国の力をかりないとできない

事業だと。500億円、1,000億円とかかる膨大

な私は施策だと思うんです。ですから、この

施策の具体的なものを早く地元である内灘町

が計画をつくって、そうして県、国の方へ陳

情してほしい。そして、一日でも早く具体化

されて、河北潟が昔のようにきれいになって、

この地域の住民が河北潟を利用して遊べる河

北潟、楽しんで遊べるような、そういう河北

潟にしてほしいと思うのであります。私だけ

じゃないと思うわけでございますので、ぜひ

ひとつ。 

 先ほどの答弁の中には本年度中に具体的な

ものを策定したいという大変力強いお答えを

いただきましたので、これが実現するように、

間違いなく策定するように重ねてお願いして、

私の質問を終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 野村副議長の再質

問にお答えするわけでありますが、今ほど野

村議員さんおっしゃったとおり、河北潟を一

日も早くきれいにしたいという思いは、皆さ

ん同一だというふうに思っています。 

 これまで期成同盟会としても、県、国ある

いは県民の皆さん、町民の皆さんにもいろん

な角度で訴えてまいったわけでありまして、

ある意味では町民の皆さんの方が、逆に言え

ばさまざまな取り組みをしていただいている

ところでありますので、あと行政がそういっ

た気持ちにどうこたえていくかということで

あります。 

 ご指摘のとおり、随分予算もかかるという

お話もあります。そのことも十分精査をして、

十分に精査をした上できちんとした方向が出

ればというふうに思っていますが、何よりも

やっぱり県、国とのきちんとした連携を密に

して頑張っていきたいと、こう思っているわ

けでありますので、今後とものご協力をお願

いしたいと思っています。 

 ありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 よろしいですか。 

○８番【野村輝久君】 はい。 

○議長【堂下清孝君】 ３番、能村憲治さん。 
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   〔３番 能村憲治君 登壇〕 

○３番【能村憲治君】 議席番号３、能村憲

治。 

 傍聴の皆様方、おはようございます。早朝

より大変ご苦労さまでございます。 

 平成18年第１回定例町議会におきまして、

質問の機会を得ました。今定例議会は予算を

審議する重要な議会と認識しております。八

十出町長にとって、初めてみずからの手で基

本的な時点より編成されたものととらえてお

るところであります。 

 それでは、通告に従って質問させていただ

きます。 

 まず、能登有料道路直線化による町の今後

の見通しについてお伺いをいたします。 

 念願であった能登有料道路の直線化が２年

前倒しで盛り土工事に着工いたしました。内

灘町にとって明るい見通しであり、いよいよ

元気の出る町になると期待を膨らませるもの

であります。 

 内灘町大根布より金沢市粟崎４丁目地内ま

で3.4キロメートル、幅14メートル、総事業費

約49億円とのことであります。将来は金沢外

環状道路海側湶に連絡するということになっ

ております。金沢と能登を結ぶ大動脈であり、

物流や観光など経済を支える重要な道路であ

ります。一日も早い本格事業に着手するよう

期待をしているところであります。 

 このように整備が早まった理由は、金沢港

大浜地区の大水深岸壁整備にあわせて、建設

機械大手の株式会社コマツの進出でありまし

た。平成18年１月25日、県庁において、コマ

ツと石川県の間で金沢港大浜工業用地の売買

仮契約が既に調印されております。新工場を

平成19年１月の操業を目指して工事を進めて

いくと言われております。 

 コマツの産業機械や建設機械の増産に伴い、

生産関連の協力企業約80社で、総額300億円を

超える投資を予定しているようであります。

そのうち、大浜地区での新工場関連への投資

は、おおむね70億円と言われております。 

 ２月16日、金沢港周辺の工業用地について、

コマツ関連企業などからの問い合わせが石川

県と金沢市に十数件あったと報道されており

ました。金沢港整備・活用推進本部とプロジ

ェクトを設置し、金沢市では既に体制づくり

をして企業誘致に取り組んでいるところであ

ります。 

 内灘町への問い合わせはあったのでしょう

か。なかったとすれば、今こそチャンスとと

らえ、待つ姿勢ではなく、内灘町で受け入れ

可能な企業の誘致を積極的に取り組むことが

望まれるわけであります。 

 また町長は、金沢能登連絡道路の完成予想

をいつごろと想定されているのでしょうか。 

 そして、能登有料道路直線化に伴って持ち

上がるのは、大京の問題ではないかと思いま

す。昨年５月、大京との開発協定供用開始期

限を３年間延長いたしました。能登有料道路

直線化が見えてきた今、大京進出の計画はど

のようになっているのでしょうか、お伺いを

いたします。 

 また、町として大京の早期進出や企業誘致

に向け独自のプロジェクトを立ち上げて誘致

を進めていく計画があるのかどうかも、あわ

せてお伺いをいたします。 

 次に、保育所民営化について、町の姿勢を

お伺いいたします。 

 全国の自治体では、財政難を理由として公

の施設の管理運営のあり方が議論されており

ます。民間活力の活用ということから、既に

管理委託している公の施設について、本年９

月までに指定管理者制度に移行するというこ

とであります。各市町村では、行政改革の一

環として直接運営されている公の施設につい

ても、これまでどおり直営で行うのか、ある

いは自治体が２分の１以上出資する法人に運

営させるのか、またＮＰＯ法人や民間企業に

ゆだねるのか、選択を迫られているところで

あります。 
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 内灘町には、現在、７つの公立保育所があ

ります。町は７つの保育所の民営化を進める

ため、内灘町保育所民営化検討委員会を設置

し、その整備を進めているところであります。 

 町立向粟崎保育所につきましては、平成８

年に鉄筋コンクリート２階建てで建てられ、

築10年が経過しようとしています。また、他

の保育所については築30年以上が経過してお

ります。 

 保育所民営化には公設民営化と民設民営化

があります。民設民営化の場合、これまでは

築年数が浅い保育所や、建て直しして新築に

してからの移管となる場合が多いと聞いてお

ります。先ほど述べましたように、向粟崎保

育所以外の６つの保育所は築30年以上が経過

しております。よって、建てかえ整備が急が

れているところでもあります。このような現

状で、いつごろ、どのような形で民営化を考

えているのかをまずお伺いをいたします。 

 次に、保育所民営化につきましては、全国

各地で反対運動が起きているのも事実であり

ます。しかしながら、町としては行政改革に

取り組んでいる中、民間移管も改革の一つに

上げられているわけであります。よって、民

営化することに対し保護者にも十分な説明を

しながら進めることが必要ではないでしょう

か。 

 情報を公開し、そして情報を開示し、保護

者の不安や疑問に耳を傾けながら整備計画を

されていくことが民営化に向けての成功のポ

イントの一つになると思われるのであります。

そのためには、町が公立保育所を民営化する

ことに対ししっかりとした整理ができている

ことが大切であります。保育所民営化検討委

員会は、そのことを踏まえた上で審議し、計

画を策定されるものであると思うのでありま

す。以上のことから、公立保育所の民営化に

ついての町の方向性をお伺いいたします。 

 次に、財源確保のための広告についてお伺

いいたします。 

 地方分権一括法が2000年４月に施行され、

自治体は自己決定権を持つようになりました。

分権法では、住民に身近な問題は身近な自治

体に任せるとの考え方に基づき、自治体の権

限を拡大しております。その結果、自治体は

独自の考えによる政策を打ち出しやすくなり

ました。 

 この独自の政策の根拠となるのが条例であ

ります。住民に一番近い市町村は、地域のニ

ーズをしっかりとらえて財政サービスを行っ

ていかねばならず、その代表機関である議会

と首長の責任は格段に重いものと考える次第

であります。 

 内灘町におきましては、厳しい財政状況の

中、町民が安心して暮らせるまちづくりを進

めるために２つの課題を上げ取り組むという

ことであります。１つには、町民が安心して

子供を育てるという次世代育成のための社会

システム。２つには、高齢になってもだれも

が健康な生活を送れる健康寿命延伸のための

高齢社会システムであります。そして、これ

らの財源確保として、行政の内部的経費の見

直し、他の自治体に比べてぬきんでた各種助

成事業の見直し、そして各種団体の補助金の

見直しなど、平成18年度を財政改革元年と位

置づけ取り組むとのことであります。 

 財源確保を目的に、全国の自治体ではさま

ざまな取り組みを行っております。広報紙や

ホームページに民間企業の広告を載せて、年

間400万円の収入を得ている自治体もありま

す。図書貸出ペーパーの裏に広告を入れるこ

とにより、ペーパーそのものを自給している

自治体もあります。 

 北海道では、地域の活性化も兼ねて地域の

特性を生かし、市町村と民間とが一緒になっ

て団塊世代をターゲットに移住ビジネス戦略

をスタートさせております。これは、１年間

の賃貸移住、また完全移住、あるいは季節移

住などあらゆる形態があり、ビジネスとして

成立する手ごたえを感じているようでありま
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す。 

 このように、自治体独自がユニークないろ

いろな取り組みを財源確保のために行ってお

ります。 

 そこで、内灘町においても、新たな財源確

保の一つとして広告を取り入れてはどうかと

提案するものでありますが、いかがでしょう

か。 

 いずれにいたしましても、自治体が自立し、

自己決定、自己責任により地方分権を推進し

ていくためには財源の確保が求められるので

あります。そのため、その確保について改め

て考えなければならないのが現状ではないで

しょうか。町の考えをお伺いいたし、私の質

問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 能村議員の一般質

問にお答えをしたいと思います。 

 まず、能登有料道路直線化に伴う町の今後

の見通しについてということであります。 

 最初に、企業誘致のお話でありますが、一

昨日の所信表明の中でも申し上げましたとお

り、三位一体改革の以降、地方交付税等の減

少が続いている。今後は町独自の財源の確保

を図る上からも企業の誘致は重要な課題であ

ると私どもは考えているわけであります。 

 しかし残念ながら、今のところ内灘町へは

コマツに関連する企業等からの工業用地に対

する問い合わせはない状況にあるわけであり

ます。確かに本町は工場団地などまとまった

工業用地を持たない町ではありますが、ソフ

ト面での企業など、本町でも立地可能な企業

の誘致は急務であると考えているわけであり

ます。 

 次に、完成予定の想定でありますが、石川

県では平成17年度中に盛り土工事の大部分を

終了し、平成17年度には高規格道路の整備区

間の指定を、また平成18年度には補助採択を

受けて、当面は暫定２車線で整備する計画で

あると伺っているわけであります。 

 今後の具体的な予定につきましては、道路

用地の一部に民有地があるわけでございます

ので、その用地買収を進め、道路の詳細設計

の後道路築造工事に着手すると、こんなふう

に聞いているわけであります。 

 工事期間につきましては、補助採択後道路

築造工事に約五、六年を要する、こんなふう

に、これも県から伺っているわけであります

が、町としてはできるだけ早い完成を期待を

しているわけでありますし、各方面へ積極的

に働きかけていきたいと、こんなふうに考え

ているわけであります。 

 最後に、大京の進出のことでありますが、

能登有料道路が直線化され、大京開発地に隣

接して供用されることから、大京においては

能登方面からの買い物客のアクセスがより便

利になり、商圏の拡大につながる。また、コ

マツを含めた関連企業の進出に伴い、この地

域一帯が活性化することを顧客拡大に有利な

条件としてとらえているわけであります。 

 今後の予定でありますが、本年６月に大店

法に基づく届け出を行い、夏ごろには工事に

着手をし、来年の春の開業を目標にしておる

わけであります。現在はイオンを中心として

周辺テナントの募集、調整を行っている段階

と伺っているわけであります。 

 なお、企業誘致や大京進出にかかわるプロ

ジェクトチームの発足につきましては、本年

４月から直ちに活動できるように、体制を速

やかに立ち上げたい、こんなふうに思ってい

るわけであります。 

 次に、保育所の民営化について町の方向性

を問うということでありました。 

 国の三位一体改革によりましして、平成16

年度から公立保育所の国からの運営費が一般

財源化をされ、近年の女性就労の増加や就業

形態の変化、あるいは核家族の進展によりま

して多様化する保育ニーズであります一時保
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育、延長保育、休日保育、病後児保育、ゼロ

歳児保育などは保育所運営に大きな負担を伴

っているわけであります。 

 また、議員ご指摘のとおり、当町の町立保

育所７カ所のうち、向粟崎保育所を除く６カ

所につきましては、建築後30年以上がたって

いるということでありまして建てかえが必要

になっておりますが、公立保育所に対する国

の施設整備費ハード交付金も平成18年度から

一般財源化になると聞いているわけでありま

して、大変厳しい状況である、こんなふうに

思うわけであります。 

 なお、私立保育園に対する国からの運営費

と施設整備費ハード交付金につきましては、

従来どおり存続することになっております。

また、公設民営での保育所につきましては、

公立保育所と同様、運営費は一般財源化され

るもの、こんなふうに思っているわけであり

ます。 

 こうしたことから、保育所の効率的な運営

と施設整備を図る上で、町民の皆様の民営化

に対する不安や疑問に耳を傾けたく、町立保

育所民営化検討委員会を設置したものでござ

います。 

 議員ご指摘の、いつごろ、どのような形で

民営化を考えているのかとのことであります

が、当町といたしましては特別保育等の拡充

と財政事情からして、白帆台の保育所建設に

伴う宮坂保育所を除く６カ所の保育所を統廃

合を含め民設民営で整備したい、こんなふう

に考えているわけであります。 

 しかしながら、いずれにいたしましても、

さきに述べましたとおり、町民の皆様の民営

化に対する不安や疑問に耳を傾けたく、町立

保育所民営化検討委員会の答申を尊重して、

保育所の統廃合を含め、公設民営化か、民設

民営化か、また公営公営化かなど充実した保

育サービスを提供するためにはどのような運

営形態が最適なのか、今後、当検討委員会で

協議を重ねていただき、答申が出ましたら議

員の皆様にお諮りをしたい、こんなふうに考

えているわけであります。 

 なお、白帆台地区における保育所の建設は、

町といたしましても、本町全体の保育環境の

充実を図る上でも重要な位置を占めると同時

に、白帆台土地区画整理地区での定住促進、

ひいては内灘町への定住促進を図る上からも

大変重要なことだと、こんなふうに考えてお

ります。今定例会において、民設民営での保

育所施設整備費負担金を計上したのもそのた

めでございます。ぜひともご理解をいただき

たいと思います。 

 私からは以上であります。 

○議長【堂下清孝君】 西尾雄次まちづくり

政策部長。 

 〔まちづくり政策部長 西尾雄次君 登壇〕 

○まちづくり政策部長【西尾雄次君】 能村

憲治議員の財源確保に向け広告を取り入れる

考えはないかというご質問にお答えをいたし

ます。 

 ご質問の中にもございましたが、現下の地

方財政は極めて厳しい状況下にありまして、

先々の見通しが不透明である状況は本町にお

いても例外ではございません。既に取り組ん

でおります行財政改革、特に行財政改革推進

委員会におきましてもさまざまな歳出削減策

等が検討されておりますが、その速やかな対

応が必要なものにつきましては中間答申とい

う形で提示がなされております。町は、これ

に向かって速やかな対応が迫られているわけ

でございますが、一方では、時代に即した行

政需要には的確にこたえていく必要があるわ

けでございます。 

 このような中にありまして、町が自立可能

な財政基盤の確立、そういうものを目指すた

めには、議員ご指摘のとおりでございまして、

新たな財源の可能性を検討することが重要な

課題の一つであると認識いたしております。 

 したがいまして、有料広告の導入につきま

しては、町の広報やホームページ等、既に部
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内において検討を始めているものもございま

すが、その他の媒体も含めまして、導入に向

け速やかな検討、対応をしてまいりたいと、

そのように考えております。 

 以上です。 

○議長【堂下清孝君】 ３番、能村憲治さん。 

○３番【能村憲治君】 （議席より）議席か

らでご勘弁願います。 

 １点だけ再度お聞きしたいと思います。 

 先ほど町長より、大京の早期進出や企業誘

致に向けての独自のプロジェクトを立ち上げ

たいということは、はや既に４月ごろから進

めていきたいという答弁でございましたが、

私個人的には、このプロジェクトに対しては、

できることなら民間の方のお知恵を拝借する

という意味から民間の方の導入も考えていっ

てほしいというのが私の希望であります。そ

の辺、町長どのようにお考えでしょうか、お

尋ねをいたします。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 能村議員の再質問

にお答えしたいと思います。 

 今ほどプロジェクトの構成について民間人

を登用したらどうかというお話でありました。

既に部内でもそのような検討を行って、商工

会にもお話をしているわけでありまして、そ

の話を詰めていきながら、具体的にそのプロ

ジェクトチームを決めていきたいと、こう思

っていますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長【堂下清孝君】 よろしいですか。 

○３番【能村憲治君】 （議席より）はい。 

○議長【堂下清孝君】 ９番、八田外茂男さ

ん。 

   〔９番 八田外茂男君 登壇〕 

○９番【八田外茂男君】 傍聴の皆様には、

早朝から議会においでいただき、まことにあ

りがとうございます。 

 ただいまから平成18年第１回定例会におき

まして町政一般質問の機会をいただきました

ので、あらかじめ通告いたしております項目

について質問をさせていただきます。 

 通告で18年度予算及び内灘町総合計画及び

指定管理者制度について質問することになっ

ておりますが、今回の予算にも強く関連し、

また今議会にそれぞれ議案としても上程され

ているわけであります。町長には、具体的な

かつ明快な答弁を賜りますよう、まずもって

お願い申し上げます。 

 まず、第４次内灘町総合計画についてお伺

いいたします。 

 まず、総合計画とはどういうものか。先ほ

ど町長が提案理由の中でも説明いたしました

が、もう一度、私もここで説明させていただ

きたいと思います。 

 地方公共団体の憲法というべき地方自治法

の第２条第４項の中で、「その地域における

総合的かつ計画的な行政の運営を図るための

基本構想を定め、これに即して行うようにし

なければならない」と定められております。 

 基本構想とは、その市町村の将来あるべき

姿を定め、その実現に向かってとるべき基本

的方針、施策の方向を定められています。こ

の基本構想と兼ねて、10年間の行政計画を示

す基本計画、さらに３年間程度の具体的施策

を示す実施計画の３つ合わせて総合計画とい

います。 

 つまり、総合計画は市町村が描く理想の都

市像実現に向けてどんなことをするつもりな

のか。その市町村の行政の姿勢及び施策を明

らかにするものであり、具体的、短期的事業

計画までを定め、計画的、効率的行政を行う

指針となるものであります。 

 なぜそのような指針が必要なんでしょうか。

その一つに、全国の市町村がすべて同じ方向

に発展するものではありません。やはりその

地域に固有の歴史、文化、地理的条件によっ

てそれぞれ違った理想像があるはずです。各

市町村固有の条件を踏まえた上で、どの道を

 －27－



通ってその理想像を目指すかという地域特性、

内灘らしさを示す指針となるわけです。 

 ２つ目には、ご存じのように、行政を行う

経費は税金が中心となっております。そのほ

か、国、県の補助金、施設の使用料収入、借

入金などがあります。限られた財源で行われ

なければなりません。財源が無尽蔵であれば、

住民の要望にこたえるあらゆる施策が可能と

なるのですが、限られた財源である以上、目

的を持って計画的、効率的な使い方が求めら

れております。 

 以上、このように内灘町が地域性を持った

独自性ある施策を計画的に定め、限られた財

源を計画的、効率的に配分し、各施策が行わ

れる指針として総合計画が必要になるわけで

す。 

 内灘町にも現在、第３次内灘町総合計画が

平成５年３月の議会に議決され、現在まで13

年間その計画で継続をされてきました。内容

的には、17年度人口推計が３万5,000人、世帯

数が１万3,000世帯という、残念ながら現実の

数字とは大きくかけ離れたものでありました。

これは、ある程度はやっぱり仕方がない。未

来を予測するのは大変難しいことですから仕

方がないとは思いますが、第４次総合計画も

今までのように、同じように夢を語ればいい、

総合計画はそんなものでよいというふうに思

っているとは思いませんが、私も１年前の３

月議会の中で、早くこの総合計画を町民参画

の形で策定するように町当局にお願いしてま

いりました。 

 しかし残念ながら、一般公募３名を含め15

名の委員会となり、第１回策定委員会審議会

が開催されたのは昨年の12月末でありました。

現在まで３回開催され、先日、町に答申され、

きょう、先ほどこの議場において上程された

わけであります。３日間という短い期間にも

かかわらず、内容的には大変すばらしいもの

にでき上がっております。委員会においても

いろいろな意見があったと思います。３日間

でこんなすばらしい計画案ができるのなら、

私が思うには、審議期間をもう少し長くする

ことによってまだまだすばらしい計画案がで

きたのではないかと、残念に思う面もありま

す。 

 前回の３次計画に関しましても、議会に対

しては少なくとも１カ月間の審議期間が与え

られました。今回は、きょう上程され、今議

会中に審議をせい。大変短い期間での審議付

託となりました。 

 今、地方自治体を取り巻く環境は大きく変

わっております。計画に求められるものは、

夢から現実を見据えた計画が求められている

はずです。先ほども言いましたように、自治

体それぞれが違います。自治体も個性の時代

です。三位一体、規制緩和、さまざまな、国

は地方に自立を求めています。決して行政主

導の横並びの計画案を国も町民も求めていな

いのです。 

 そのことをわかりやすく言いますと、例え

ばスーパーマーケットというのは行ったら何

でもあって、できた当初は画期的でありまし

た。スーパーマーケットは、いかに安く豊富

な品ぞろえをするかということでお客さんを

争って集めてまいりました。お金のある時代

は、役所だってあれもする、これもする。い

っぱい品ぞろえをそろえて、しかも安く提供

しようということができました。でも、今は

町民の要望はスーパーマーケットよりコンビ

ニの方がはやっています。それは24時間営業、

いつでも開いていて、いつでも必要なものが

あるからです。一方で、役所も９時から５時

のサービスでいいのかということも言われて

きています。 

 そして、私が思うには、コンビニの次は、

恐らく再び魚屋さんに戻ってくると思います。

きょうはどんな魚があると聞かれて、きょう

はサバのいいのが入っているよと最新の情報

を教えてくれる。さらにどうやって食べるか

ということを教えてくれる。スーパーとかコ
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ンビニは商品を並べるだけでよかったんです。 

 問題は、品ぞろえと開店時間と家の時間の

距離の近さだったんです。役所は、スーパー

マーケットだったんです。それを今からコン

ビニと、政府は電子政府などの政策を通して

言っている。でも、これからの役所は魚屋さ

んであるべき。きょうは何がいいかと聞かれ

たらちゃんと答えられ、どうやって料理した

らいいものかということも教えてあげる。町

民の方も、スーパーマーケットだったら魚は

切り身になってパックに入っている。場合に

よっては、焼く必要もありません。魚屋さん

で買った場合は、つくり方を聞いて、帰って

自分で料理をしなければならない。そういう

ふうなこれから行政と町民の関係になってい

くと、私は思います。 

 どうやって町の魚屋さんとお客様の関係に

つくり直していくか。つくり直さないと競争

には負ける。ただの魚屋さんというのは、地

域や店によっては個性があって、特色のある

魚屋さんをつくり上げる。これがビジョンを

つくることだと私は思います。どういうもの

をつくるかというのは当事者の問題でありま

すが、分権の時代というのは自分で律する。

そのためにはセルフコントロールの装置を働

かせることが必要です。そのセルフコントロ

ールの装置が総合計画であり、今までの一般

的な総合計画自体が超長期的ビジョンで、現

実味の薄い、希望的観測による人口増加及び

企業誘致、財政計画のない大きな事業。その

ような総合計画はもう要らないんです。個性

のある魚屋さんが町であり、よい魚屋さんに

は遠くからでもお客さんはわざわざ魚を買い

に来ます。今からはそんな時代のはずです。 

 今議会に慌てて議決せずとも慎重に審議す

るべきものであり、そのような考えがないの

か。また、基本構想だけではなく、策定審議

委員会の意見にもありましたように、基本計

画、実施計画の策定にも町民の参画ができる

システムづくりをする計画がないのか。また、

町長の思う内灘町の個性とは何か、あわせて

お答えいただきたいと思います。 

 次に、18年度予算についてお伺いします。 

 今ほど質問いたしました第４次総合計画の

関係とはどのような形でつながっているのか。

総合計画案に基づいて来年度予算を策定した

ものだと思っておりますので、その関連性を

少しお伺いさせていただきたいと思います。 

 先ほども言いましたように、総合計画あっ

ての予算案であり、２つは密接な関係があり

ます。「個性が輝く魅力あるまち」が来年度

予算にどのように反映しているのでしょうか、

お伺いいたします。 

 しかし、来年度予算を見ますと、大幅な基

金の切り崩し。特に財政調整基金に関しまし

ては、取り崩し後の残高が約１億9,000万円と

大変厳しい状況には間違いありません。町が

設置しました行財政改革推進委員会の２月に

提出しました中間答申に来年度予算について

見ますと、「協働と参画は不可欠。真の町民

本位。協働に向けたさらなる発展をしていく

必要がある」と答申しています。 

 緊急を求める課題として、職員の定数、管

理、２、指定管理者、これは最後の質問でも

う一度詳しく申し上げます。３、事務事業の

見直し。事務事業の見直しに当たっては、一

律の削減ではなく、事業の必要性、効率性、

公平性の視点から適正に財源配分を求められ

たいとあります。 

 でも、予算案の内容を見ますと、事業にか

かわらず補助金に関しましては原則一律の削

減、医療費助成の制度の削減。町長にとって

は大変不本意な予算だと思いますが、町長は

昨年、選挙のときでありますが、町民に新た

な負担は求めない。また、サービスは低下さ

せないと言っておられました。現在の内灘町

の財政状況を見ますと、それも仕方ないとは

思いますが、このような厳しい財政状況から

町民の幸せが本当に来るのでしょうか。あれ

も我慢しなさい。これも負担しなさい。内灘
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町の特徴の一つと言える町民参加型の公民館

活動及び各種団体への一律の補助金の削減、

これでは本当の町民参画の町ができるでしょ

うか。私は大変不安に思うわけであります。 

 また町長は、県議会議員の時代に、「内灘

町は市町村合併すべき。現在の行財政の自治

体運営では無理がある」と持論をお持ちでし

た。現在もこの考えに変わりがないのでしょ

うか。このまま町民に我慢と負担をしていく

のが本当にいいのでしょうか。事業の見直し

は必要ですが、見直しだけでは無理があるの

ではないでしょうか。 

 子供たちのことを考え、町民のことを考え、

学校などの教育施設、福祉施設等を充実する

ためには、充実する手段の一つとして、合併

という手段を考える時期に来たのではないで

しょうか。私自身、町長が県議会時代の話で

合併は避けて通れる問題でないと、私自身も

痛感しました。今、町の財政状況を見ますと、

合併という手段をベストとは言いませんが、

一つの手段として考える時期に来たのではな

いでしょうか。 

 町長におきましてはいろいろな思いがある

と思いますが、先ほどの総合計画と予算案の

件とあわせて、町長自身のお考えをお聞かせ

ください。 

 最後に、先ほど申しました行財政改革委員

会からの指摘もありました指定管理者制度に

ついてお伺いいたします。 

 指定管理者制度のまず説明をさせていただ

きます。 

 指定管理者制度は、地方自治法では住民の

福祉を増進する目的を持って、その利用に供

するための施設を公の施設と規定し、管理受

託者はその受託主体の公共性に着目し、公共

団体、公共的団体、地方公共団体が出資する

一定の法人に限定されてきました。この管理

委託制度が地方自治法の一部改正により、住

民サービスの向上及び運営の効率化を図る観

点から指定管理者制度に移行することとされ、

管理受託者は公共的団体ばかりではなく、株

式会社などの民間事業者にも広げられること

になった。 

 なお、指定管理者にかかわる業務の範囲や

指定の手続など必要な事項は条例で定め、管

理者の指定に当たっては議会の議決を要する

ものとされている。また、従来の委託管理に

ついては、平成18年、今年度ですけれども、

９月１日までに指定管理者制度に移行する必

要があるとされているというふうに法律で定

められました。 

 内灘町の行財政改革の答申内容では、公の

施設の指定管理者制度について、次年度から

３年間に限り公募せずに選定をしております。

内灘町公共施設管理公社を指定管理者として

指定する方針とお伺いしております。 

 町は、協定の締結に当たり、ともかく管理

公社の現状の組織の体質改善を求め、また管

理公社は町民が利用しやすい公共施設の運営

を図りつつ、より一層のサービス向上を求め

る必要があると考えます。 

 町は、平成18年度より３年間公の施設の状

況を施設ごとに細かく検討し、さらなる経費

削減、経営サービスの向上を図れる施設につ

いて、次回の指定の際、民間事業者を含めた

公募選定方式を取り入れる必要があると。こ

れは、行財政改革委員会の指摘事項でありま

す。 

 国は、事業者選定に当たっては公募が原則

というふうに指定しております。町は公募せ

ず、初めから内灘町管理公社に委託とありま

す。また、答申にもありました管理公社の現

状の組織の問題を指摘しております。現在、

管理公社は理事長が不在、事務局長が不在。

まだいろいろな問題があると聞いております。 

 今議会の議案第41号から44号まで、今まで

の内灘町公共施設管理公社に委託されていま

した福祉センターを初め、内灘総合公園一帯

及び町スポーツ施設の委託を今後３年間委託

するという議案が上程されております。本当
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にこの状態で内灘町の施設がちゃんと管理さ

れるのか、私はちょっと不安に思います。 

 本当に内灘町にこの施設を管理したい団体

がないのでしょうか。また、できる団体がな

いのでしょうか。町には、総合型地域スポー

ツクラブ「プラッツ」というものがあります。

本来、総合型地域スポーツクラブは、スポー

ツ施設等を管理運営しながら、その収益と会

員の会費で運営し、地域の町民の健康促進を

図るのが目的であります。施設を利用する団

体が管理運営するのが本来の姿だと私は思い

ます。 

 安易に現在の体制を維持するのではなく、

大きく改革する時代だと思います。指定管理

者制度導入に当たっては、公的な責任の後退、

議会のチェックが後退、雇用と労働条件等い

ろんな問題がたくさんあります。しかし、行

財政の改革のためには大きな改革、大きな前

進との一歩のこの制度を利用する思いが大事

だと思います。ぜひこの制度をむやみに利用

するのではなく、これを有効に利用するつも

りがないのか。町長はこの制度をどのように

今後内灘町の施設に拡大していくつもりなの

かお聞きをし、以上の３点について質問をさ

せていただきました。 

 明快な答弁をお願いしまして、私の質問を

終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 八田議員の総合計

画についてのご質問に答えたいと思います。 

 今般、総合計画の中で議会の議決を求めて

いる基本構想は、10年間を計画期間とする長

期のまちづくりの構想でございまして、八田

議員ご指摘のように、先行きの大変不透明な

時代にこうした総合計画を策定することはか

なり難しいということで感じていることでご

ざいます。 

 提案いたしました基本構想は、地方自治体

を取り巻く行財政環境が極めて不透明な中に

ありながら、計画策定審議会委員の皆様方の

ご尽力によりましてようやく成案をいただい

たところであります。 

 本計画の策定審議会の設置が昨年12月と大

変おくれました。そのため、審議会からの答

申も去る２月27日となり、そのため議会に提

案できるのがこの３月定例会になった次第で

ございまして、このことにつきましては大変

不本意なことと考えておりますが、何とぞ慎

重審議をいただくようお願い申し上げる次第

でございます。 

 次に、補助金の削減など財政面での見直し

だけでは無理があるのではないか、そろそろ

合併を考える時期に来たのではないかとのお

尋ねの件についてお答えしたいと思います。 

 確かに町民の皆様に給付の削減や負担の増

加を求めざるを得なかった今般の予算の編成

につきましては、一昨日の所信表明の中でも

申し上げましたように、私自身、大変苦痛が

大きいものでありました。しかし、この改革

は、内灘町民がこれからの少子・高齢化社会

を明るく元気に生き抜く、そんな地域社会を

つくっていく上で避けて通れないものである

と、こんなふうに考えており、町民の皆様や

議会の皆様に改めてご理解とご協力を賜りた

いと、こう思うのでございます。 

 なお、合併の件でございますが、内灘町は

下水道の充実など他自治体に比べて社会資本

の充実が進んでいることから、基礎的な基盤

整備はかなり整っている、こんなふうに認識

をしているわけであります。 

 また、従来からの河北郡市との広域行政に

加えて、金沢市とも今年度から広域行政の推

進に具体的に取り組んでおり、町民の皆さん

の行政サービスの維持向上に努めているわけ

であります。 

 したがいまして、今後、地方交付税制度そ

のものに大きな変化が生じ、小規模自治体自

身が立ち行かなくなるような事態が生じない
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限り、当面は合併について考える状況ではな

い、こんなふうに私は考えるわけでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 奥村忠男総務部長。 

   〔総務部長 奥村忠男君 登壇〕 

○総務部長【奥村忠男君】 八田議員ご質問

の指定管理者制度についてお答えをさせてい

ただきます。 

 議員ご質問の中にもございましたが、地方

自治法の一部改正により、公の施設の設置目

的を効率的、効果的に達成することを主眼と

して指定管理者制度が創設されました。これ

まで地方公共団体等が出資する一定の法人に

限定されてきた公の施設管理を、広く民間事

業者に広げられたものでございます。 

 本町では、公の施設の管理運営を目的に、

平成３年に財団法人内灘町公共施設等管理公

社を設立し、その対応に努めてまいりました

が、これまでの管理公社設立の経緯なども考

慮し、それから経営方針や職員の雇用等につ

いて検討する期間を要することから、現在管

理委託している管理公社を平成18年４月から

３年間指定管理者として指定することを今議

会に提案をいたしておりますが、今後、管理

公社の組織自体、また体制、そのあり方など

改革について検討をしていきたいと考えてお

ります。 

 それから、18年度以降の指定管理者制度の

活用の方針といたしましては、学校のように

法的な制限があるものを除く施設、例えば都

市公園、公民館、集会所など116の施設につい

て積極的に制度導入の可能性を検討いたしま

して、民間事業者などの能力やノウハウを幅

広く活用するなど公の施設の効用が最大限に

発揮されるよう努めてまいりたいという所存

でございますので、ご理解のほどをひとつよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 ９番、八田外茂男さ

ん、よろしいですか。 

 ９番、八田外茂男さん。 

○９番【八田外茂男君】 （議席より） 町

長の答弁の中から、再度質問させていただき

たいと思います。 

 きょうの北國新聞にも出ておりましたとお

り、かほく市の方は各中学校が完成し、来年

度から開校というような報道もあります。 

 また、津幡町におきましても生涯学習の基

本となります中学の完成が昨年ありました。

また、中学校、小学校等の教育機関の見直し

という、同じ旧河北郡内におきましても、ど

んどん施設が更新されております。 

 我が町におきましては残念ながら２校化の

問題もどういう方向でいくのか。また、現在、

地震があったら崩壊する可能性がある校舎を

まだ中学が使っておる。予算の関係で来年度

予算には調査費が計上されておりますが、こ

ういう問題は早急に対応しなきゃいけない問

題と私は考えております。 

 その手段の一つとして、やっぱり合併とい

うのは一つの手法だと私は思う。やっぱり町

民の生命、安全、子供たちの生命、安全を考

える上において、こういう施設を早急に見直

すことは、これは大事なことだと。 

 確かにインフラ整備は、内灘町は大変進ん

でいるとは思います。また、効率的な地形を

しておりますので、そういう面では他町から

見るといい状況というのはわかりますが、基

本的にやっぱりそういう教育、生涯学習とい

うものが今後10年、20年先の内灘町の町民の

資質にかかわっていく大きな問題だと思いま

す。ここでやっぱりもう一度合併というもの

は改めて考えるべきというふうに思います。

決して前までの問題を引きずるわけではあり

ませんが、財政状況が大きく変わってきた中

で考える時期が来ておるのではないかと私は

思うので、考えについてもう一度町長の答弁

をお願いします。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 
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   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 八田議員の再質問

にお答えをしたいと思います。 

 今ほどかほく市並びに津幡町の公的施設の

整備の状況についてのお話がありました。大

変厳しい中であるけれども、懸命に頑張って

いらっしゃるということについて我々も敬意

を表しているわけであります。 

 もとより、我が町についても、小学校ある

いは中学校の耐震並びに大規模改修というこ

とについては早急にやらないかんという思い

でこの間計画を立ててきたわけでありまして、

来年度については鶴ケ丘小学校につきまして

は、国の補助も年度内にありましたものです

から、急遽、ことしの夏休みに鶴ケ丘小学校

の耐震工事をやることになりました。 

 さらには中学校についても、今ほど申され

ましたように、姉歯の事件以来、現在、自分

たちの公的施設に不安がないのかというその

疑問がある中で、一番やっぱり問題があると

いうのは中学校ということでありまして、そ

ういう意味では前倒しをして、来年度、18年

度の予算の中で調査費でなくて設計費を、そ

れを組んで19年度に直ちに工事にかかれるよ

うにやっているわけでありますので、ご理解

いただきたいというふうに思っています。 

 なお、合併について私が否定しているわけ

ではなくて、合併についての議論を大いにし

ましょう、こんな意味でこれまで私は提起を

してまいりました。だから、最終的に合併の

是非は、決めるのは町民の皆さん。そんな意

味で、行政としたらいろんな資料を提供しま

しょうということでありますので、町民の中

で合併についての盛り上がりが出てくれば、

当然、町行政としてそのことに対応せないか

んというふうに思っていますので、そういう

意味でそのときには対応しなきゃいかんと、

こう思っているわけであります。どうぞご理

解をいただきますようにお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 よろしいですか。 

○９番【八田外茂男君】 （議席より）はい。 

○議長【堂下清孝君】 それでは、５番、清

水文雄さん。 

   〔５番 清水文雄君 登壇〕 

○５番【清水文雄君】 ５番、清水文雄です。 

 一般質問を通告に基づいて町政全般にわた

ってさせていただきますので、よろしくお願

いをいたしたいというふうに思います。 

 さて、八十出町長によって内灘町の町政が

運営をされ１年を経過をいたしまして、昨年

の当初議会は13人もの質問者、そして長時間

の活発な質問もあり、急遽、２日間にわたる

質問戦の展開となり、私の質問日が２日目と

なってしまったことが記憶に新しいところで

あります。 

 あれから１年であります。この2006年（平

成18年）第１回定例会は、この１年間の町の

あり方や方向を決める議会であると同時に、

新年度予算を初め、本当の意味での八十出町

長による町政運営のスタートとも言える議会

であると、私は認識をいたしているところで

ございます。 

 そうした立場から、最初に町長の本当初議

会初日の所信表明、また提案されている06年

度（平成18年度）予算についてお尋ねをいた

します。 

 町長は、町政運営の基本を町民参加と情報

公開、現場主義の３つに置き、この間、町長

室のドアの開放、毎週月曜日のまちづくり町

長談話室、町長が各地区や団体に出向いて住

民の声を直接聞き、その声を町政に生かして

いくためのタウンミーティングなど、こうし

た具体的な取り組みによって町民が主役の町

政の実現を目指しているのであります。 

 私は、こうした取り組みをさらに推進をし、

発展させ、ぜひとも町民が主役のまちづくり

に向けての取り組みを強めていかなければな

らない、そんな思いを強く抱いているのであ
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ります。 

 そんな意味で、この間開催してきているま

ちづくり町長談話室、そして各地区や団体で

開催したタウンミーティングの成果と課題に

ついて町長はどのようにとらえられているの

か、まずはお尋ねをいたしたいというふうに

思います。 

 私も、タウンミーティングには町内の開催

も含め２度ほど参加をさせていただきました。

私が感じたところでは、もっともっとさらな

る情報の公開を進め、そして町職員と住民の

情報の供給、共有を図らなければならないと、

そんなふうに思うわけであります。 

 具体的に申しますと、18年度における町の

方向性を示し、町民の生活にかかわる極めて

重要な新年度予算の取り扱いについてであり

ます。これについては、ぜひとも町広報に加

え、ネットを利用し、わかりやすく解説して

の住民への公開はもちろん、その一方では、

庁舎内でも予算等についてネットで流してい

ただき、職員全体との情報の共有化をより進

めて、その意識の向上と改革を図らなければ

ならない、そんなふうに思うわけであります。 

 現在、庁舎内ではまちづくり町長談話室あ

るいはタウンミーティングの報告が庁舎内Ｌ

ＡＮで流され、職員間ではその情報の共有化

がなされているということであります。 

 昨年、研修でお呼びをした北海道のニセコ

町では、予算説明書を作成して住民に配布を

し、住民参加のまちづくりを進めており、我

が内灘町でも町民が主役のまちづくりに向け

てタウンミーティングの今後のより一層の開

催、さらには新年度の広報をより充実して、

わかりやすい予算説明書の作成、あるいはネ

ットでの予算についての情報公開について町

長のお考えをお尋ねをいたします。 

 第２点目は、06年（平成18年）度予算につ

いてであります。 

 新年度予算は国の進める三位一体改革の中

で、我が内灘町の財政状況は依然として厳し

く、行政の内部経費の見直し、各種助成事業

の見直し、各種団体への補助金の見直し、町

が行う各種イベントの見直し、それを行う中

で歳出の削減を図り、一方では現在最も我が

町に求められている次世代育成政策、そして

高齢者社会施策という２つの重要施策を推進

するものであります。 

 しかし私は、今後の国や、そして我が町の

財政状況を考えたとき、果たしてこのような

見直し、削減の繰り返しだけでは、町の将来

を展望したときに限界があるのではないかと

思うわけであります。住民に痛みを伴う改革

と同時に、現在、進行中のハード事業である

蓮湖渚公園事業の見直し、凍結といった思い

切った決断も必要ではなかろうかと思うので

あります。 

 ご存じのとおり、蓮湖渚公園は総事業費が

約９億円で、現在までに既に投資している金

額が約４億円弱ということでございます。今

年度予算では、敷地整地工事費等で5,310万円

が計上されており、金額的には今後まだ４億

5,000万円余りが必要ということであります。 

一方では、総合公園整備事業が再開をされ、

土地購入費として8,400万円が今年度計上さ

れております。こうした厳しい現在の財政状

況の中でこうした２つの事業がこのまま進め

られていいものなのか。町民はそのことを本

当に望んでいるのか。 

 私は、以前からも一般質問等で言わせてい

ただいているわけでございますが、現在は総

合公園の整備をしっかりやって、蓮湖渚公園

については事業を凍結、もしくは見直しをし

ていくことが必要であると考えるのでありま

す。町として蓮湖渚公園整備事業を考え直す

考えはないのか、今後に向けた考えをお聞か

せをいただきたいというふうに思います。 

 ３点目では、職員の倫理条例についてお伺

いをいたします。 

 町政を推進するに当たっては、町民の町政

に対する信頼を得ることが何より重要であり、
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そのためには、職員一人一人が誠実かつ公正

に職務を遂行していくことが必要であること

は論をまちません。大変残念なことではあり

ますが、町職員の職場外での不祥事が発生を

いたしております。いま一度、全体の奉仕者

としての公務員の原点に立ち返り、職員相互

が適切な理解者、協力者となって、その職責

を果たせるような職場環境づくりをより一層

強力に求めるものであります。 

 こうした中で、町長がみずからの公約に掲

げた、みずからを戒める意味でも特別職も含

む職員の倫理条例を早急に制定をして、町民

の信頼をより深めていかなければならない、

そんなふうに思うわけではございますが、特

別職を含む職員の倫理条例制定に対する町長

の考えをお聞かせをいただきたい。 

 ４点目には、国民保護法関係についてでご

ざいます。 

 武力攻撃事態における国民保護のための法

律、いわゆる国民保護法に基づき今議会に提

出されている内灘町国民保護協議会条例につ

いてお尋ねをいたします。 

 戦争やテロが起きたらどうするか。有事で

の対応を定める国民保護計画の策定が全国の

自治体で進んでおり、06年（平成18年）度中

の策定が町に対して求められております。 

 先日、２月12日にこの町民ホールで、イラ

ク戦争をテーマにした「Little Birds」とい

う映画がボランティア団体「Switchうちなだ」

の皆さんの手によって上映がされました。私

もそれに参加をして、映画を見てきました。

会場あふれんばかりの300名を上回る多くの

皆さんが戦争について考えさせられ、私自身

も涙を流しましたし、多くの皆さんが戦争の

悲惨さについて感じたものと確信をいたして

おります。 

 映画でも明らかでありましたが、戦争に備

えるための計画づくりが私たちの暮らしや社

会のあり方に与える影響が少なくないだけに、

より慎重に進めなければならないと思うので

あります。 

 私は本来、以前に一般質問をしたこともあ

るのでありますが、無防備地域宣言、これは

ジュネーブ条約第一追加議定書第59条に定め

られており、１つには戦闘員、兵器の撤去、

２つには軍用施設の使用禁止、３つには敵対

行為の禁止、４つ目には軍事行動を支援しな

いの４つの条件を満たした地域のご当局が宣

言をでき、その地域の攻撃は一切禁止される

と、そういうものがありますが、この無防備

地域宣言を条例化する方がまずは優先するべ

き状況ではないかというふうに考えておりま

す。国民保護計画の作成は、あくまで災害の

被害を最小限にとどめる実務マニュアルと考

えるべきであると思うのであります。町とし

て無防備地域宣言を条例化する考えがないの

か、お尋ねをいたします。 

 次に、今回提出されている内灘町国民保護

協議会条例は、その組織については国民保護

法第40条で「次に掲げる者のうちからその委

員を任命する」というふうにされているわけ

でございます。１に指定行政機関の職員、２

に自衛隊に所属する者、３に都道府県職員、

４に助役、５に教育長及び消防長または消防

吏員、６に当該市町村職員、７に指定公共機

関または指定地方公共機関の役員または職員、

８に国民の保護のための措置に関し知識また

は経験を有する者となっているのであります。 

 こういう規定の中で、住民のための計画策

定を基本に、町として内灘町国民保護協議会

委員に公募の枠を設けて委員会を構成する考

えがないのか、お伺いをいたします。 

 続いて、介護保険であります。 

 ご存じのとおり、介護保険制度が改正され、

４月から新たなサービスやシステムが動き出

します。介護の社会化をうたい2000年にスタ

ートした介護保険は導入から５年が経過し、

昨年初めて見直しがなされたものであります。 

 改正制度は予防重視を全面に打ち出してお

り、軽度の要介護状態の人に予防サービスを
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提供する新予防給付や、要支援、要介護状態

になるおそれのある人を対象にした地域支援

事業を創設し、同時に、通所や宿泊、夜間訪

問介護など、地域事情に応じて提供できる市

町村主体の新サービス、地域密着型サービス

が設けられているものであります。 

 このような中で、06年（平成18年）度予算

を見ると、我が内灘町でも新しく地域支援事

業費として2,345万9,000円が計上され、一方

で介護保険料は月額基準額が現行の3,600円

から4,900円へ改定されることになっている

のであります。 

 質問の第１は、この間、準備室を設けて進

めてきている地域包括支援センターは、どの

ように運営をし活用するのか、お尋ねをいた

します。 

 第２には、保険料とサービスの関係から、

特別養護施設夕陽ケ丘苑の増床計画について

お伺いをいたします。現在、夕陽ケ丘苑は57

床あるわけでありますが、その入居待機者が

２月末の時点で62人と聞きます。待機者が多

く、早期の増床が求められているわけであり

ますが、夕陽ケ丘苑の増床計画はどのように

考えているのか、計画についてお尋ねをいた

します。 

 第３に、保険料の制定についてであります。

保険料の制定については、現行５段階を、改

正後は国標準を適用して６段階に設定される

ということであります。同時に、改正では保

険料の設定については市町村の判断により、

保険料を段階の数及び基準額に対する割合を

変えることができるということであります。

低所得者の保険料軽減につながることができ

るわけであります。このことを活用して、町

独自の保険料設定を検討してはどうでしょう

か、考えをお聞きをいたします。 

 さて、我が内灘町と津幡町、そしてかほく

市、金沢市の２市２町で進めていた金沢ナン

バーも、その導入が10月10日からと決まり、

より一層広域連携が強化されつつあるわけで

あります。そうした中で、私の質問の最後は、

金沢市との広域連携、とりわけ金沢市の水道

の活用についてお伺いをいたします。 

 既に金沢市でも当初予算化され、内灘町の

06年（平成18年）度予算で150万円が計上され

ている災害時応援用配水管接続調査業務負担

金は、災害時のライフライン確保を目的に、

町と金沢市の上水道管が連結するためのもの

ということであります。そうした意味では、

これは今後、金沢市の水道の利用につながる

ものなのか。日常的な活用をも将来展望にし

視野に入れているのか、その見通しについて

お聞きをいたします。 

 金沢市の水道は04年度（平成16年度）の単

純な比較で、上水原価が34.54円、約35円。県

水の119円よりも安く、その活用によって安全

で安い水の供給を図ることができ、住民サー

ビスの向上につながるものと思うわけであり

ます。また、直接的な関係はないのでありま

すが、この冬の低温による水道管の破裂によ

る水道料の減免についても、そうしたサービ

スの違いによって金沢市の比較的柔軟な運用

もあるわけで、その違いも大きいというふう

に思うわけであります。 

 県水の協定水量は8,550立米、これは１日で

ありますが、責任水量の協定量が70％、協定

の期間が平成27年度までとなっているのであ

ります。責任水量があるとはいえ、高い県水

オンリーよりも、安い金沢の水道水を使えば

サービスの向上を図ることができると言えま

す。金沢市の水道の活用の見通しについてお

尋ねをして、私の質問を終わらせていただき

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【堂下清孝君】 この際、暫時休憩を

いたします。 

 再開は午後１時ちょうどといたします。 

           午後０時01分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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           午後１時00分再開 

    ○再   開 

○議長【堂下清孝君】 ただいまの出席議員

は17名であります。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあら

かじめ延長いたします。これにご異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【堂下清孝君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長すること

に決定をいたしました。 

 一般質問を続行いたします。 

 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 午前中の清水議員

の一般質問にお答えいたしたいと思います。 

 まず、タウンミーティング、まちづくり町

長談話室などにつてい、その課題と成果につ

いてのお尋ねでありました。 

 私は、町民から直接選出される町長と議会

という、いわゆる二元代表制のもとでの地方

自治体におきましては、町長、議会とも町民

の日常的な接点を大切にしてしかるべきだと

考えているわけであります。 

 したがいまして、私は、町長としてタウン

ミーティングやまちづくり町長談話室は、町

民の声をじかにお伺いする貴重な場であると

考えておりますし、町民の皆様からもその実

施を肯定的に評価していただく声をたくさん

聞いているところであり、これからも継続し

て実施していきたいと、このように考えてい

るわけであります。 

 次に、わかりやすい予算説明書を作成して

情報公開する考えはないかとのお尋ねであり

ました。 

 広報紙、ホームページ等さまざまな手段を

活用して、これまで以上にわかりやすい予算

説明を行いたいと、こんなふうに考えている

わけであります。 

 次に、蓮湖渚公園の件についてであります

が、ご指摘のように、確かに大きな投資事業

ではありますが、現状のままで事業を凍結あ

るいは中止すると起債を繰上償還をしなけれ

ばならないという財政上の大きなペナルティ

が加えられることから、当初予算では整地に

かかわる事業費を計上し、今年度中に県と事

業規模の縮小について協議をし、必要最小限

の整備を行い、早い時期に一般開放したいと

考えているものであります。 

 整備内容につきましては、グラウンドゴル

フを含め、だれでも気軽に健康づくりができ、

楽しめる芝生広場及びトイレ、また子供たち

の環境教育の場や水辺の自然に親しめるビオ

トープを計画しているものでございます。 

 次に、職員の倫理規程制定についてという

ことでありますが、この件につきましては、

私が町長に就任する前以前に議会の一般質問

において何度か議論があり、当時の記録を見

ますと、公正公平な職務執行は当たり前であ

り、粛々とその職務を行うことが大前提との

ことで、倫理規程は必要ないとの結論に至っ

ていたようであります。 

 しかし、この職員倫理条例につきましては、

私の町長選挙における公約の一つでもあり、

文字どおり全体の奉仕者としてみずからを戒

め、公務に対する町民の皆様の信頼を確保す

るためにも、ご指摘の特別職も含めて、ぜひ

とも制定をしたいと考えているわけでありま

す。できる限り早い時期にその成案をまとめ、

議会の皆様にご審議いただけるよう取り組ん

でまいりたいと、こう思っているわけであり

ます。 

 私からは以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 奥村忠男総務部長。 

   〔総務部長 奥村忠男君 登壇〕 

○総務部長【奥村忠男君】 清水議員の国民

保護法に関するご質問にお答えをいたします。 

 ご質問のまず第１点目の無防備地域宣言を

条例化する考えはないかとのご質問でござい
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ますが、この件につきましては、国際的な地

域紛争やテロ等から、地域住民を守るという

手段としては、無防備地域宣言は有効である

との認識はございますが、国はジュネーブ条

約に基づく同宣言を地方公共団体が行うこと

ができないとの見解を示してございますので、

現段階においては無防備地域宣言のこれを条

例化するということは難しいものと考えてご

ざいます。 

 次に、国民保護協議会委員に公募の枠の考

えはないかというご質問でございますが、国

民保護法、国民保護計画の策定につきまして

はかなり専門的な議論が予想されますことか

ら、住民参加を促進する方法として公募がい

いのか、またパブリックコメントを求める手

法がいいのか、そういうものを含めて今後検

討してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 夷藤芳夫町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 夷藤芳夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【夷藤芳夫君】 清水議員の

介護保険の改定についてお答えをいたします。 

 介護保険法の規定に基づきまして、介護保

険事業の保険給付の円滑な実施が確保される

ように、国の基本指針に沿って介護保険事業

計画並びに介護保険料については３年前に見

直しを行うことになっております。 

 平成18年度から20年度の第３期介護保険料

の改定の要因につきましては、要介護認定者

の増加、施設面では認知症グループホームの

充実、また夕陽ケ丘苑におきましては、これ

は独自の調査なんですけれども、40床の増加

需要が見込まれることから、平成20年度に増

床数を含めまして100床というような計画の

もと、介護保険料を作成をいたしております。 

 そのほか、平成15年度から17年度のこの第

２期におきましての借入額7,500万円の返済

も含みまして算定し、第３期の介護保険料に

ついては第２期の保険料の基準額3,600円を

4,900円に引き上げをお願いするものでござ

います。 

 また、内灘町におきましては、保険料の段

階を国の基準の６段階といたしておりますが、

７段階以上の保険料段階の設定につきまして

は、これは金沢市で行っている所得が500万円

以上の方は、本町におきましては第１号被保

険者の２％でございますので、今回の改定実

施に取り入れることはいたしませんでした。 

 次に、低所得者に対します軽減措置といた

しまして、町単独の介護サービスの利用料の

助成を初め、法に準じて利用者負担軽減制度

や社会福祉法人の減免制度等を実施いたして

おります。 

 議員ご質問の介護保険料の改定による低所

得者への負担軽減策につきましては、地方税

法の改正によりまして65歳以上の高齢者に対

する所得125万円までの住民税非課税措置が

廃止されることに伴いまして、急激な保険料

負担とならないよう激変緩和措置を平成18年

度と19年度に国の法に準じながら負担軽減を

実施いたしますが、内灘町では新たな町独自

の上乗せ保険料の負担軽減施策については、

今のところ考えておりません。 

 今後の町の介護保険事業施策につきまして

は、昨年、国において初めて介護保険制度全

般にわたる改正がなされ、高齢者が住みなれ

た地域で生活ができるよう地域支援事業や新

予防給付などが創設され、特に重度の介護に

ならないよう予防に重点を置いた施策が示さ

れております。 

 内灘町では、４月から新しくスタートする

地域包括支援センターを中心にして地域の実

情、高齢者のニーズに合わせたきめ細かなサ

ービスを展開し、要介護認定者の増加や介護

給付費の抑制に力を入れていきたいと考えて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長【堂下清孝君】 米永竹男企業局長。 
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   〔企業局長 米永竹男君 登壇〕 

○企業局長【米永竹男君】 清水議員の金沢

市水道の活用についてのご質問にお答えいた

します。 

 最初に、金沢市からの水道供給の見通しで

ございますが、現在は昨年８月に締結しまし

た金沢市との災害協定に基づく非常時の飲料

水の相互給水方法について作業を進めており、

18年度は供給可能量、接続場所、そして接続

管を含む必要施設などの具体的な調査検討を

実施する予定であります。18年度当初予算に

は、それに費用な予算150万円を計上させてい

ただきました。 

 また、平常時の金沢市上水道の利用でござ

いますが、今ほど述べました非常時の飲料水

の相互給水の方法等を検討するのにあわせま

して、平常時給水について公的な面における

課題、実質供給の面における課題などの整理

も行ってまいりたいと考えております。 

 町民へのサービス向上につきましては、日

ごろから職員一同心がけながら水道業務を行

っております。 

 水道管凍結破損における水道料金の減免に

つきましては、近隣市町の対応を参考にしな

がら検討したいと思っておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。 

 以上です。 

○議長【堂下清孝君】 ５番、清水文雄さん、

よろしいですか。 

○５番【清水文雄君】 （議席より）はい。 

○議長【堂下清孝君】 15番、田中祥次さん。 

   〔15番 田中祥次君 登壇〕 

○15番【田中祥次君】 傍聴の皆さん方には、

午前中に引き続いて大変にご苦労さんでござ

います。よろしくお願いを申し上げます。 

 平成18年第１回定例会において、町政一般

質問の機会を得さしめていただきましたので、

まずご案内いたしました順に従いまして、こ

れより順次町長に質問いたしますので、町民

の皆さんにご理解のいただけるような、わか

りやすく、かつまた的確にご答弁をいただけ

まするよう心からお願いを申し上げるもので

ございます。 

 さて、平成17年の町長選挙は、今までかつ

てない中傷ビラ合戦などを初め、公職選挙法

に違反する行為が公然と内灘町有権者を混乱

に陥れながら、まことに醜い争いの連続で町

を２分化したのはまだ記憶に新しいところで

ございます。 

 私は、このようなことが二度と起こらない

ようにとの思いで、あのとき公選法というも

のに対してるる述べられている点について、

管理委員会の委員長にご出席願いましてその

是非をただしたところでございます。 

 しかるに、その内容について私どもが質問

をいたしますと、町長はその問題等に対しま

しては「私の後援会の広報担当スタッフが出

したもので、私は関与していない」旨の答弁

がありました。しかし、先ほどから「私の公

約」、このように申されております。一体こ

の辺はどうなっておるのかなと、今新たにそ

の思いをいたすわけでございますが、あの当

時は町長に選ばれた人がみずからの選挙中に

それこそ親身な思いで苦楽をともにした、い

わゆる同志の方々にそういった問題を横滑り、

責任転嫁をしたということは、まことに残念

きわまる問題ではなかろうか。何のリーダー

シップのない、そういう姿ではなかろうか、

このように当時は思いました。 

 １年前でございますので、そのことはさて

おきましたとしても、それからこの１年間、

私は内灘町町政をゆっくりと静かに見てまい

りました。しかるに、いろんな面で今までよ

り以上に不透明な問題が次から次と起こって

おって、私どもは大変苦慮いたしました。し

かし、町長の責任ではないとこう明言された

わけでございますので、今日の18年度の予算

が提案されるまで、私は黙って静観をいたし

ておりました。 

 このようなことがまかり通ってきた今日、
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我が内灘町は、かつて問題でも、ひときわ光

を放っておったにもかかわらず、町民の皆さ

んの顔から笑顔が消え去りました。そこに働

く生活する人の活力が次第に薄れてまいりま

した。それを反映するように、第３次総合計

画、３万以上を超えるというような予想のも

とに私たちも努力をしてまいりましたが、今、

翻って見ますと２万7,000を大きく下回って

きております。県の試算によりますと、この

ままでいきますと将来内灘町は２万4,000ぐ

らいになってしまうと、このように新聞発表

がありました。まさにそういった兆しが出て

きたのではないかと、心から憂えるものであ

ります。 

 これら町の整備はひとり町長だけのもので

はないと思いますが、私どもも深く反省しな

がら、非常にこの町の将来を憂えるものであ

ります。 

 そういったものを反映するかのように、新

聞紙上におきましては「内灘町」という活字

がこの１年間とんと見ることができなくなり

ました。そして、たまたま「内灘町」という

活字があったことに目を向けますと、まこと

に残念ながら、悪い結果のみが報道されてい

ることは周知の事実であります。何とか町を

活性化してこれから頑張っていきたい、それ

ぞれの人たちの気持ちも大切にしながら、こ

れからの町政運営に当たっていただきたいな

と、このような思いで今回の18年第１回の定

例会の町長の所信表明の内容を読ませていた

だきました。 

 これにつきましては、この後、おいおいと

申し上げたいと思いますが、まず最初に、当

時、中傷ビラ等でいろいろと言われた中の幾

つかの問題について申し上げたいと思います。 

 １つは、先ほどから話題になってもおりま

した。町長席を１階のロビーに移して町民の

皆さんとひざを交えて、今の町のあり方、い

ろんな問題に対してのご相談をする場を設け

たい。週に１回、１時から３時までというよ

うなことで、非常に私もこれはいいことだな

と思ったけれども、実際はこの問題に対して

どれだけの人が、どういう悩みで、どういう

また町への提言で町長にご相談に来たか。私

は、その人数とか、それからこれらに対する

成果と今後の課題について、まずお伺いを申

し上げたいと思います。 

 さらに、先ほど同僚議員が申しましたが、

これも１年前の定例会におきましてお話をし

たことであります。それは、今、管理公社の

問題が取り上げられておりますが、これらの

問題がまことに残念ながら、皆さんが思って

おるような成果が上がっておりません。反対

にいろいろと問題を起こしております。こう

いった問題に対しては、きょうはその理事長

であるところの助役が空席でありますので、

助役代理ということで総務部長にお答えを願

いたいと思いまするが。 

 この一つに、高齢化の人たちにこれから100

円いただきたい。70歳以上は100円、こういう

お話が提起されました。今の福祉センターい

こい、ここの接客、いろんなサービス問題、

これをつぶさに見ますと、私は最低のところ

ではないかと。関係の人たちは実際に行って

ごらんになったのかどうかわかりませんが、

あそこで倒れた人、あそこでいろいろな問題

が起きた人、そういう後遺症が現在に至るま

でも続いておる。 

 先日の説明では、保険で対応しますという

ようなことも一部言われましたが、それは業

務の怠慢というか、そこに働く者の意識の高

揚がなかった。投げやり的な、そういう人た

ちばかりで運営されておったのではないか、

そういうふうに危惧いたしますが、これから

新しくかわるわけでございますが、先日の話

ですと、今の人たちの中から責任者を設けた

い、このようなお話もありましたが、今の状

態の人たちの中にそんな立派なリーダーシッ

プを発揮する人は一人もいないと言っても過

言ではないと思うんです。やはり新しい流れ

 －40－



をそこに変えていかなければ、町民の皆さん

が喜んでそこへ集える、そういうところには

ならないのではないか。まして、これから100

円、200円と料金を取る以上は、徹底した施設

の充実とサービス、そういったものに徹して

いかなければいけない、私はかように思うん

です。 

 また、その周辺には惜庭とか、歴史民俗資

料館がございますが、お粗末なことに、今ま

でどれだけの人がそれを利用したか。まるで

無用の長物のように、飾り物のようにそこに

あるだけです。それでは大変もったいないし、

福祉センターいこいの名に恥じる、そういう

周辺になってしまうんじゃないかな、こうい

う思いをいたすものでございます。 

 そこで、一つは提案でございますが、あの

福祉センターのわき出るお湯はすばらしいも

のでございます。そのお湯を利用しながら、

この周辺に何か一般の人でも気軽に来て、今

の足湯というやつ、足をつけただけで非常に

効果があるとされておりますそういうものを

惜庭だとかその周辺のところにつくっていた

だけば、フリーの人たちが気軽に寄っていけ

るのではないかなと。そういう福祉センター

いこいの再利用についてどういうお考えをこ

れからお持ちか、この際お聞きをしたいと思

います。 

 また、今、助役が不在でございますので、

職務代理の総務部長についでにちょっと失礼

ですがお聞きをしたいと思いますが。 

 前の３月には、総務部長は、今日、ケーブ

ルテレビやインターネットの普及によりまし

て、どこにいても全世界の最新情報が取得で

きる環境でございますというようなことで、

いち早くケーブルテレビの普及に乗り出すと

いうことを３月に言われておりました。 

 今、かほく市や津幡や宝達志水町あたりが、

私どもの後からやって、もうそれを実行に移

しておる段階ではないでしょうか。内灘町は、

一つの議会が済めばほんでいいんだというふ

うな感覚で、そんなことはあったんけという

ようなことでは、私は相ならんがでないかと。 

 私はそのとき細々と、これまでケーブルテ

レビをごらんになった方々の対応とか、これ

からの料金体系とか、いろんなきめ細かな問

題に対して今後どのようになさるのか、ひと

つ検討をし、お知らせを願いたい、こういう

ことを申し上げております。しかし、今日に

至るまでケーブルテレビあたりが少しも出て

まいりません。いかようにそういった問題が

なっているか、この際、お尋ねをしておきた

いと思います。 

 管理公社周辺等々の問題は、同僚議員が事

細かにいろんな角度から申し上げましたので、

これは私どもの所管の中でゆっくりとまた検

討させていただきながら、お互いに議論をし

てまいりたい、このように思っておりますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 さて、話は少し飛んであちこちになります

が、まず先ほどから問題になっておりました

教育関係の問題から入りたいと思いますが。 

 今、姉歯の問題で非常に耐震関係が話題に

なって、父兄の方々や、また私ども一般住民

が心配をしておりますが、町長は「今、小学

校は夏休みの間にそういった問題をきちっと

解決していきたい」、このように言われてお

りますので、ああ、それはいいことだなと先

ほどから聞いておりました。 

 しかし、私が申し上げたいのは、中学校の

問題でございます。今、中学校の２校化につ

いて、殊さらに申し上げても、それは財源と

かいろんな問題で不可能に近い。内灘高校廃

校というものもよそ様の問題でありますので、

私どもがあれこれ言うそういう立場になって

おりません。さすれば、現段階で今の中学校

の耐震関係をどのようにするか、このことを

まずひとつ。これは教育長にお尋ねをしてお

きたいと思うんです。 

 小学校は夏休み中に耐震は恐らくできると

思いますが、中学校は今三十何年たっておる
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校舎が、ちょうど立地条件が非常に難しいと

ころに建っておりますね。それを改築並びに

耐震補強をするということになれば、これは

非常に年月がかかる。町長の答弁では、19年

からやりますと簡単におっしゃいますが、恐

らく財源的にも非常に高額なものも見込まれ

ると思います。また、生徒のその間の授業等

の問題も非常に私は差し支えが出てくるんじ

ゃないか。簡単なものではないのではないか

なと、このように思っております。まず、そ

の辺の問題について忌憚のないご意見を述べ

ていただきたいなと、このように思っており

ます。 

 さて、今回の18年度の町長の所信表明の大

きなものとしては、財政問題を取り上げてお

られます。その中で、脆弱な自治体はいよい

よ深刻な財政状況に陥ることが予想される。

財政基盤の問題について触れておられます。 

 今、本町の町税、地方交付税等々の諸問題

を取り上げてみまするに、町長も端的におっ

しゃっておりますが、57億あったものが今は

53億しか見込まれないと。大変財政難であり

ますということを述べられております。 

 一般の感覚から言えば、うちは少し余裕が

あるからいらっしゃいというようなとこへは

嫁の来手もありますし、いろんな人も寄って

くると思います。ほやけど、うちは金がない

んだ、どうしようもないんだというようなこ

とに相なれば、そんなところへだれも人は寄

りつかない。これが一つの人情というか、人

間の機微ではなかろうか。そんなうちらには

金がないんだと言いながら、次には安心して

暮せるまちづくりをしよう。非常に私はちぐ

はぐな所信表明になっているのではないかな

と。 

 その大きな柱には子育て問題と、それから

いわゆる高齢化問題があります。これは私は

すばらしいことだなと思うんです。これは大

事にしていかないかんなと。 

 子育ては、国の宝をこれからつくっていく、

町の次代を担う人をはぐくんでいく、そうい

うことですから非常に大事にしていかないか

んと私も率直に思います。しかし、内容的に

見ますとどうでしょうか。内灘町には、先ほ

ども言われましたが、町立の保育所がたくさ

んあります。数えて６カ所は30年間を優に超

える建造物であり非常に問題であるから、こ

れは取り壊して、そして新しいことにするか、

または統廃合して寄せていくか、そういう問

題になってくるであろうというような答弁が

ございました。これも非常に納得するところ

でありますが。 

 片一方で、子育て支援センターは、朝の９

時から晩の５時まで親子して、今私が見てま

いりましたが、大体、日に30組、いわゆる子

供さんが15、大人の人が15、30人の人が冷暖

房の部屋に一日じゅうそこで子供さんをあや

しておる姿が見られた。非常にうるわしい姿

だなと思うんですが、反面、その方々は一日

じゅうそこにおっても生活には何ら支障のな

い人たちです。 

 片一方、保育所長時間の人たちは、夫婦共

稼ぎで一家の経済を支えていかなきゃならん

というようなそういう状態の中で長時間保育、

また保育料金を払っておる。片一方は、ぬく

ぬくと裕福なうちの人が、一日そこで遊んで

子供たちと過ごしておる。これはただ。これ

は非常に不文律である。これは何とか平等互

恵の理念からいっても、私は直していかなき

ゃならん問題じゃなかろうかなと、こういう

ふうに思うわけでございますが、その２点に

ついてどのように考えておられるか、この際

お聞きをしておきたいと思います。 

 また、先ほども少し触れておきましたが、

お年寄りから今まで取らなかったものを取る。

また、与えられておったものを、年ごとにだ

んだん年齢基準を上げていく。これも昔の50

人生という時代から100人生というのが現行

でございますので、これも一つは時代からい

っていたし方ないものではないかなと、この
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ようにも思いますが。 

 さすれば、今、内灘町内を回っておるとこ

ろのバス、あれは役場に何か用がある人が１

人か２人１日に乗るだけや。これを何とか福

祉センターの周辺まで延ばして、そしてだれ

でもがそのバスに乗って料金を払える、そう

いうシステムにすれば、私はまだ百歩も譲る

面があるんじゃないかと思うし、今の高齢者

の方の福祉センター内での争いというような

ものが少しずつ緩和されていくし、先ほど申

し上げた高齢者の方々だけのそういうたまり

もつくっていただけば、そこへも人が行って

緩和されるんじゃないかなと、こういうよう

な気持ちもいたします。 

 いずれにしましても、若い世代を大事にし

ていかなければならないということは、これ

は大前提でありますが、お年寄りもこれまで

の内灘町をここまで築いてくださった人たち

ばかりでありますので、これも大事にしてい

かなきゃならん。いろんな知恵をその人たち

からも学んでいかなければならん。これまた

事実ではないでしょうか。 

 そこで、先ほども少し申し上げましたが、

財源がない、お金がない、こうおっしゃるが

なら、今、内灘町が長年にわたってどうにも

ならん、そういうあいまい不要的な財産、そ

ういうものをいち早く処分すべきではないか。

あの日産のゴーン社長でさえも、リストラに

力を入れて今日にまた日産を興隆させた。内

灘町もなければ、もう１億何千万でも全然銭

がないがになってしまったというような悲惨

な声を出す前に、もっと身軽にする方法をみ

んな知恵を出し合って、そういう不要な財産

は処分をしていくべきではないかと思うんで

す。 

 ちなみに申し上げますと、アカシアと向粟

崎のいわゆる狭間にある道が、ここ15年間先

行投資をしながら、たった１軒の家のために

いまだにその道が供用開始ができない。これ

なんかは、本当に町民の皆さんに申しわけな

いことではないかなと。 

 町民の皆さんは大変な努力をされておられ

ると私も心得ております。しかしながら、今

の状態の交渉ではなかなか交渉がはかどらな

いとするならば、まず町長が行って、これら

の問題に対処していかなければならんのじゃ

ないですか。さすれば、代替地はここである。

ほかのところの道路なんかは、もう初めから

代替地はちゃんと書いて、そこへ移住してい

る。私らの知らん間になった。議会は事後報

告だけで終わった。それも去年の12月から今

の間に、わずか数カ月の間にそういったもの

がやりとりされると。片一方は、十何年間も

放置されておる。こういう行政では全く信用

ができないのではないか、このように思うわ

けでございます。その辺をどうかしんしゃく

していただきたいと思います。 

 まだまだたくさんの問題を申し上げたいの

でありますけれども、あんまり長いとまたお

しかりをこうむりますので、今回は割方短く

やっていきたいなと思っておるんですが。 

 その中の一つに、いわゆるシルバーセンタ

ーの問題がございます。当初、シルバーセン

ターを立ち上げたときには、百何名かの人が

参加をされたと聞き及んでおります。半期500

円、１年間1,000円という加入金のもとに発足

されたと思いますが、その人材センターの実

態はどのようになっているか。 

 この間調べてみましたら、百何人もおる中

の人たちの中に、１月は５人、２月は７人、

そんだけしか働いておらないんですよ。私は

当初、内灘町にはそういう企業もなければ、

とてもじゃないがそういった問題は非常に難

しい。よく考えた上でと申し上げたはずでご

ざいますが、急いでその人材センターを立ち

上げました。 

 そのことは私は悪いと言っているんじゃな

いんです。だけども、そういうものを立ち上

げて、そしてやれば、やはりそこに営業努力

というか、本当に退職者の皆さんが老齢化す
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るその一歩手前まで、自立で頑張っていこう

という意思を大事にしながら、そういった場

を提供する。そういう本来の趣旨に従って、

もっともっと注文をとるとか、いろんなとこ

ろに働きかけるとかしていかなければならな

いんじゃないですか。 

 内容を見ますと雪どかし。年寄りが雪どか

しして、２日行って１週間も医者にかかった

らどうなるんですか。その人は、それから後

来ないんですよ。今、つぶさにこういった内

容を発表すれば、個人的に傷つく人も出てま

いりますのでそれは伏せておきますが、そう

いうていたらくの人材センターではどうにも

ならない。 

 それが今、18年度の予算を拝見いたします

と、そんな人のセンターに800万も予算を打っ

てある。何事ですか、これは。何をなさるん

です。聞けば、これは確かな数字ではありま

せんけれども、自動車を購入する。何のため

にそんな人に自動車を購入して与えていかな

きゃいかん。 

 また、町長は選挙中にその後援会の人たち

は、今までの町政は不透明である。だから、

これからは公募というものを大前提として、

公平に明確に、いろんな問題に対してこれか

ら町民の皆さん、議会の皆さんに諮っていく

ということを言いながら、管理公社もいつの

間にやら所長ができ、いつの間にやらやめた

し、このシルバー人材センターも後援会の人

が長になっておるんでしょう。いつの間にど

うなってどうなったかは、私は知りません。

それは適材適所でその人が適任なら、私は別

にそれは文句は言いません。 

 しかしながら、そういう予算の大きな予算

も与えながら、仕事は何にもしないというの

じゃ、これはおかしいと思う。 

 そういう点で、ひとつ今何点か指摘をいた

しましたが、まだまだ申し上げたいことはた

くさんございます。だけども、前任の方や同

僚の方や、また委員会等もございますので、

その席におきまして、あといろんな問題に対

してはしっかりと討議をしてまいりたい、こ

のように思います。 

 今申し上げた諸点について、ひとつ答弁を

いただきたい、このように思いまして、質問

を終わりたいと思います。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 田中議員の一般質

問にお答えいたします。 

 私の方からは、質問のうちから、まちづく

り町長談話室とケーブルテレビにかかわる部

分についてお答えをしたいと思います。 

 ご承知のとおり、町民参加と情報公開、そ

して現場主義が私の町政運営の３つの原則で

姿勢でありました。現在、私たち地方自治体

を取り巻く環境には大変厳しいものもありま

すが、こういう時期だからこそ住民と行政の

双方向の意見交換の中で、住民ニーズを的確

に把握し、これらを政策形成に生かしていか

なければならない、こんなふうに私は思って

いるわけであります。 

 こういった意味で、今年度より実施いたし

ました月曜の午後に実施いたしておりますま

ちづくり町長談話室では、大変貴重なご意見

や建設的なご提案も多数いただいているわけ

であります。 

 先月までの実績で申し上げますと、合計23

回実施をし、およそ110名余りの住民の皆さん

をお迎えすることができました。いただきま

した貴重なご意見やご提案は、町の政策検討

段階でぜひ活用させていただく予定でありま

す。議会の皆様には報告をし、かつ十分審議

を尽くしていただくものでございます。 

 さらに、ケーブルテレビに関してのご質問

ですが、現在、町のテレトピア計画の中で、

全体的な整合性をかんがみながら検討いたし

ておるところでございます。 

 ケーブルテレビを活用した施策には、初期

の財政的な負担が大変大きくなることが予想
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され、国の補助事業に該当しないかどうか、

国との交渉も再三にわたって継続いたしてお

るわけであります。 

 したがいまして、現時点では既にご案内の

とおりでございますが、新ホームページの有

効活用や住民みずから話題を提供する広報番

組の充実等、できるものから対応していると

いうことでございますので、ぜひご理解をい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 浜田寛教育長。 

   〔教育長 浜田寛君 登壇〕 

○教育長【浜田寛君】 中学校の改築の件に

つきましてお答えをいたします。 

 この中学校の改築の件につきましては、こ

の本会議場でもこれまで何人かの議員さんか

らもご指摘といいますか、ご提言がございま

した。 

 去る１日の町長の所信表明の中にもありま

したように、18年度の重点施策の一つとして

教育環境の整備と充実というものを取り上げ

ていただきまして、これを受けまして、来年

度の18年度予算の中に中学校の校舎の改築の

設計費用を計上いたしております。18年度中

に設計をし、19年度に着工できればというふ

うに考えております。 

 ご質問にありましたけれども、工事の施行

に当たって工事期間が長くなる。当然、中学

校の校舎の改築ですので長くなるかと思いま

すけれども、この間、じゃ学校運営は学校の

授業はどうなるのかというようなご指摘もご

ざいましたけれども、これは私ども考えられ

るのは、現在の校舎というのは取り壊して改

築をしなきゃならない部分、それからそのま

までも割と新しい部分がございまして、その

ままでも使える部分、それから耐震補強をし

なければならない部分とございまして、これ

らをうまく組み合わせながら、使えるものは

使えるという方向での改築を予定をいたして

おりまして、例えば改築しなければならない

部分は位置を変えまして新しく建てると。そ

こへ移ってから古いところは取り壊しすると

いう方法も考えられますし、また全面的にい

わゆる仮設の教室を建てて、そこへ移って壊

して建てるというそういう方法もございます

ので、これらはこれからまた文教福祉常任委

員会の中でもいろいろと私どもの方からご提

案を申し上げながら議論をいただきたいなと

いうふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長【堂下清孝君】 奥村忠男総務部長。 

   〔総務部長 奥村忠男君 登壇〕 

○総務部長【奥村忠男君】 田中議員の管理

公社の関連につきましてのご質問にお答えを

いたしたいと思います。 

 管理公社の方につきましては、いろいろと

ご心配やらご指摘をいただいたわけでござい

ますが、現在、今議会の方へ提案をしてござ

います指定管理者としての指定を受けるに当

たりまして、まず管理公社の運営方針とかそ

ういうものをある程度計画をしてございます。

施設の管理運営を効率的、また効果的に実施

するための運営方針といたしまして、１つは

簡素で効率的な組織の運営、事業運営、それ

から２つ目は顧客志向、成果志向の経営、３

点目に経営能力、経営体質の向上のこの３つ

の基本方針をもとにいたしまして、サービス

の向上策、それから施設の利用促進策、それ

から経費節減策、またより充実した自主事業

の企画、それから職員の徹底をした教育、そ

れから能力の開発、それから職員の効率的、

効果的な配置計画などを総点検をいたしまし

て、指定管理者の役割でございます効率的、

効果的な運営を図り、それとともに利用者に

対してよりよいサービスの提供に努める営業

努力をしていきたいというふうに思っており

ますので、ご理解のほどをひとつよろしくお

願いをいたします。 

 なお、ご質問の中で私が助役の職務代理と

いうご発言がございましたが、助役代理には
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なってございませんので、お断りをいたして

おきます。 

 以上でございます。 

○15番【田中祥次君】 （議席より） 答弁

をお伺いしたんですが、総務部長ですから、

あとは結構です。あとは委員会の方でまたや

ります。 

○議長【堂下清孝君】 じゃ、答弁は終わり

ました。何かありますか。ないですね。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）ありま

せん。 

○議長【堂下清孝君】 それでは、６番、水

口裕子さん。 

   〔６番 水口裕子君 登壇〕 

○６番【水口裕子君】 ６番、水口裕子でご

ざいます。 

 2006年第１回議会での質問を通告に従って

させていただきたいと思います。 

 今までのご質疑、ご答弁お伺いしておりま

した。行財政改革が進んでおります。その中

で、障害者や子供、高齢者などのいわゆる弱

い立場にある方々、そういう人たちに対する

配慮が今まで以上に求められてくるようにな

るのではないかと思います。そんな視点に立

って、私は今回質問させていただきたいと思

いますので、どうぞ血の通った答弁をいただ

きますように、まずもってお願いしておきま

す。 

 まず第１番目に、男女共同参画社会の推進

についてお尋ねいたします。 

 八十出町政は、男女がともに支え合う社会

をつくり上げていくことを、その政策の大き

な柱としておられます。昨年度は私が長年訴

え続けてきました女性の勧奨退職による年齢

差別、それを撤廃していただきました。また、

女性の管理職の方も室長として役場で活躍さ

れるようになりました。そうして、その後ま

た女性施策推進室が新設されまして、公募の

委員も入れて男女共同参画推進委員会が審議

を始められております。町内に住む男女共同

参画社会の実現を望む人々にとって大変期待

の持てることとうれしく思っております。 

 さて、委員会は内灘町男女共同参画推進行

動計画をまず策定することを目指していると

聞いています。よその自治体の計画をまねて

でも早くすればいいと思ってはいませんが、

担当室としてはどのように考えておられるの

か、スケジュールをお示しいただきたいと思

います。 

 また、男女共同参画に関するプランの制定

をするに当たっては、理念にとどまらない実

効性のあるプランの制定が望まれますが、男

女共同参画行動計画制定の目的をどのように

考えられておられるか。言い方を変えれば、

このプランを基本としてどのようなまちづく

りを目指すのかをお聞かせいただきたいと思

います。 

 今までさまざまな後援会が行われてまいり

ましたけれども、難しいこと、旧弊を打ち破

るようなことは受け入れられないという、そ

ういう不安から実行規制したのではないでし

ょうか。講師の選定や講演内容もどうも中途

半端になっていたように思います。 

 今年度は２月に２回のワイワイおしゃべり

ワールドがあり、３月には安藤和津さんを招

いて後援会が予定されています。このように

よく練れた啓発活動を初め、アンケート調査

などいろいろ努力をしていただいていること

に感謝いたします。 

 次回は、ぜひホームページに掲載している

この審議委員会のメンバーである金沢大学法

学部の名古教授の講話「なぜ今男女共同社会

なのか」のような根幹的視点からのお話を聞

く機会も設けていただければと思います。 

 そして、ここにいらっしゃる皆様にもぜひ、

先ほどからホームページの話が出ております

が、その町のホームページの男女共同参画推

進のそのページを訪れて、ぜひこの名古先生

のお話を読んでいただきたいとお願いいたし

ます。 
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 講話の中でその名古先生が「トップの意識

が変わらないとなかなか下には行かない」。

先ほど町長のあいさつを伺ったところ、こう

いう施策を重視していきたいということなの

で、内灘町でも積極的に進んでいくのではな

いかと期待しておりますとおっしゃっている

ように、男女共同、男女平等は八十出町長の

公約として町が前向きに目指すべきところと

なったのですから、もっと前へ踏み出してい

くべきだと思うのですが、いかがお考えでし

ょうか。 

 その他プランができるのを待つだけでなく、

それと並行して重点的に解決すべき目標を定

めて、意欲的に取り組んでいただきたいと思

います。 

 そのためには、上に立つ方、すなわち町長

だけではなく、このひな壇に現在座っていら

っしゃる幹部の皆さんの男女共同参画社会実

現への意識がとても大切だと思われます。そ

れぞれの部署で改革にぜひ取り組んでいただ

きたいと思います。いかがでしょうか。積極

果敢な答弁を期待して、この項を終わります。 

 ２番目にお尋ねいたします。 

 12月議会で各種委員会の審議過程をホーム

ページで知らせていただくように申し上げま

した。積極的な答弁をいただいたと思ってお

りましたが、行財政改革委員会と今述べまし

た男女共同推進委員会のほかに、新たには第

４次総合計画検討委員会、ゆとりの中で未来

を開く教育推進会議、学びの風推進協議会、

内灘海岸砂丘地活性化検討委員会、そしてき

のう新しく発見いたしました暴走族根絶委員

会や交通安全推進隊などのホームページはア

ップされましたが、その他の委員会はどのよ

うになりましたでしょうか。結果だけでなく、

その結果に至るまでの情報を公開し、共有す

ることを大切にして、住民参加を進めていく

というのが八十出町長の方針でございます。

どうぞそれぞれ担当課の皆さん、積極的に以

前からある委員会も審議内容などを公開して

いただくように再度求めたいと思います。 

 例えば、保育所民営化検討委員会のお話も

先ほど出ておりましたけれども、ホームペー

ジに審議内容などをアップされておりました

ら、このような今回の質問もまた方向が違っ

てきたのではないかなと思われます。 

 さて、３番目に、４月から施行される障害

者自立支援法についてお聞きします。 

 この法律は、昨年夏には大きな反対に遭っ

て見送られたのに、９月の衆議院選挙で自民

党が３分の２の議席を得て、もう11月にはほ

とんど議論のないまま成立してしまったもの

で、その成立過程から見ても大変不安の多い

ものです。今までは障害者個人の能力に応じ

て支払う応能負担であったものが、原則１割

の応益負担になることで、収入の少ない障害

者の人たちは今までどおりサービスが受けら

れなくなると心配しております。同じ１割負

担でも、この法律の対象になる障害者の方は

青年時代、壮年時代を健常者として働いてき

た介護保険の利用者とはそこが異なっていま

す。 

 また、障害者本人だけの収入による負担で

あったものが、親や兄弟など生計を一にして

いる者の収入も加算されることになり、親や

兄弟に経済的に負担をかけたくない、かけら

れないという遠慮から、サービスの利用を少

なくすることも指摘されています。 

 せっかくガイドへルパーを利用しての外出

や社会参加の機会もふえたのに、また家に閉

じこらざるを得ない障害者がふえるのではな

いかとも心配しております。うちなだの里の

ような施設利用の方は食費や利用料などが必

要になり、支払われる給料より高額の負担に

なるとも聞いています。さまざまな要因を考

慮されて、町には血の通った対応をしていた

だきたく、まず利用料の減免措置についてど

のように考えているか、お尋ねします。 

 次に、障害者の人たちを介護保険のように

程度に応じて区分するために106項目にわた
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る調査があり、１次判定がされます。その後、

医師の意見書などをつけて２次判定をするの

ですが、医師は障害者とは日常的に接触がな

く、余り的確な把握ができないのではないか

と言われています。障害者の側から言うと、

かかりつけ医というものを持っていないこと

が多いそうです。そんな状態ですから、２次

判定をする審査会の審査委員には、当事者で

ある障害者もしくは障害に詳しい方を入れて

いただく必要があると思いますが、どのよう

にお考えか、お伺いいたします。 

 次に、地域において相談支援事業を適切に

実施していくために、市町村は地域自立支援

協議会を設置することになっています。判定

に対する不服、サービスの低下や利用料の負

担などさまざまなトラブルが予想されます。

ぜひしっかりした相談支援事業窓口を整備し

ていただきたいと思いますが、どのような対

応をお考えか、お聞かせください。 

 この項の最後になります。私は２月19日、

金沢市であった障害者自立支援法の説明会に

参加してまいりました。金沢市だけではなく、

県内各地からたくさんの人が集まりました。

中でも、ガイドヘルパーとともに来ている視

覚障害者や車いすの人など障害当事者の参加

が目を引きました。 

 内灘町でも職員の出前講座を始められ、各

種の障害者当事者の会から申し込みがありま

して、説明会、出前講座が何度か開かれまし

た、そうお聞きいたしております。大変結構

なことでございます。ただ、申し込みをした

団体に所属をしていない障害者は話を聞く機

会がないということになります。個人情報の

保護のために障害者の会の責任者さえもどこ

にどういう障害を持った方がいるのかわから

ないというのが現状だとお聞きしております。 

 そこで、町が障害のある方全般に対し説明

会を開いていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 障害者のために独立した課がある金沢市と

は同じにならない。一人で何役も抱えていら

っしゃる皆さんに大変負担とは思いますけれ

ども、やはり障害を持った方々の不安を考え

た場合、ぜひ前向きに検討していただきたい

と思います。 

 さて、この自立支援法については以上にい

たしまして、大きな質問の３番目は、障害者

の雇用についてです。 

 昨年９月議会で河北広域事務組合で４月か

らオープンするリサイクルプラザに障害者の

雇用はできませんかと申し上げました。それ

に対して、危険を伴う、シルバー人材センタ

ーへの委託を考えているということで、障害

者の雇用はないという答弁でしたが、夷藤議

員の再質問もあり、再度検討していただける

ことになっておりましたが、まずその検討結

果をお聞かせいただきたいと思います。 

 １月15日の朝日新聞に障害者雇用の雇用率

に関する記事が出ておりました。それにより

ますと、内灘町、それか内灘町教委、どちら

も障害者の雇用率はきちんと充足していると

いうことでした。そして、そのほかに各地の

広域事務組合についての記事がありましたけ

れども、そこに河北事務組合の雇用率に関す

る記事がありませんでした。いろいろな雇用

率に関する決まりがあると思いますけれども、

そのリサイクルプラザを含む河北広域事務組

合の雇用率はどのようになっているか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 ところで、今まで障害者は措置されるもの、

保護されるものという認識でした。しかし２

月10日、津幡であった講演会で竹中ナミとい

う先生が、障害者はチャレンジドと呼ばれ、

神から挑戦という課題あるいはチャンスを与

えられた人である。チャレンジドを納税者に

育てていける環境を整えていくべきだという

ふうにお話しされ、感動いたしました。 

 さきにお聞きしました障害者自立支援法に

は、障害者の雇用を促進することが盛り込ま

れています。 
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 そこでお尋ねします。同じく朝日新聞によ

れば、先ほども申し上げましたように、役場

の職員雇用における障害者の数は規定を満た

しておりましたけれども、この町の障害者を

納税者となるべくチャレンジドとして育てて

いくために、規定にとらわれずに雇用の促進

を図っていくべきではないかと思うのです。 

 現在、町で雇用されていらっしゃる障害を

持つ職員さんは20年も新しい雇用がないと聞

いています。やはりここは雇用率にこだわら

ず、多くの障害者に道を開いていただくため

に町には他の規範として新たな障害者の雇用

を検討していただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 正規職員や嘱託やパートさんなど、今まで

どおりの職場での雇用を進めるだけでなく、

金沢市役所には「友愛」という障害者による

チャレンジド喫茶のようなものがあります。

障害者が経営をされています。そのようなチ

ャレンジド喫茶をこの内灘役場の庁舎内にも

開業させるとか、町が貸し出ししている施設

にチャレンジドを雇用したら町への貸し料、

賃貸し料を割り引いてあげるとかいった新た

な工夫で雇用も生み出せるかと思いますが、

町はどうお考えでしょうか。 

 朝日新聞によれば、加賀市では６人だった

障害者の雇用が14人に、教育委員会でもゼロ

から５人にふえた。市長が積極的だったこと

が大幅な増員につながったとあります。新規

採用の厳しい折ではありますけれども、男女

共同参画社会推進と同じく、やはり首長の意

識が、町長の意識が大切と思います。町長の

姿勢をお伺いいたします。 

 次に、４番目として、町のパート職員に年

次有給休暇をということを申し上げたいと思

います。 

 現在、町には120名余りのパート職員が働い

ています。厳しい財源状況の中でパート職員

の雇用はやむを得ず、その職務も円滑な事務、

事業展開に重要な位置を占めるようになって

います。パート職員さんの存在は、なくては

ならないものになっているのです。ところが、

その仕事の重要性に比べて待遇はよいとは言

えません。特に年次有給休暇、いわゆる年休、

有給休暇は、ある一定の条件をクリアしてい

れば、労働基準法に基づいてパートであって

も当然取得できる権利なのに、町のパート職

員には有給休暇はずっと認められてきません

でした。違法な状態にあったわけで、これは

就任以来、先ほども申し上げましたが、職員

の待遇改善に取り組んでこられた八十出泰成

町長に残された改善すべき点ではないかと思

います。 

 嘱託職員の５年の雇用期間という壁もなく

していただきました。財源としては大変厳し

いことは承知していますが、今回はパート職

員に当たり前の権利である年休、いわゆる有

給休暇を認めて、自治体として恥ずかしくな

い雇用を実現していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 正規職員と非正規職員の格差など格差の拡

大が問題になっております。格差社会を平然

と認める小泉首相とは違い、八十出町長には

正規職員にも日の当たる雇用状況をつくって

いっていただけるものと期待して、私の質問

を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口議員の一般質

問にお答えいたします。 

 最初は、男女共同参画に関してであります。 

 国では、男女共同参画社会の形成は21世紀

の我が国の最重要課題であるとし、平成11年

には男女共同参画基本法が制定をされました。

当町におきましても、昨年８月に内灘町男女

共同参画推進委員会を発足させ、計画策定に

向け、平成18年12月をめどとして審議を重ね

ているところでございます。 

 この基本計画は、国、県の基本計画を踏ま
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えた上で、先月実施いたしました住民アンケ

ート結果から得られた地域の特性を加味した

ものとして策定したいと考えておるわけであ

ります。 

 一方、啓発事業に関しては、17年度は身近

な問題から男女共同参画を考えることをメー

ンテーマといたしましたが、新年度におきま

してもそうした観点からの広い意味での啓発

事業を行うと同時に、男女共同参画の基本理

念にわたるような講演会も計画しているとこ

ろでございます。 

 また、計画策定を待たずに積極的にとのご

意見でございますが、町の各種審議会等への

女性委員の委嘱など、以前からそうした観点

からの配慮にも努めているところでございま

して、こうした努力は今後も続けていく所存

であります。 

 なお、町といたしましては、推進体制の整

備を図るため、庁内を横断的にする庁内連絡

会を組織し、男女共同参画の視点を持ってさ

まざまな施策に取り組み、またこれを幹部職

員を含む職員の意識改革にもつなげていく所

存でありますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、町職員の障害者雇用率をアップせよ

との件であります。 

 本町の障害者施策の問題であると同時に、

職員の雇用という本町の行政管理上の事柄で

ありますことから、慎重に対処せねばならな

いと考えているわけであります。 

 ご承知のように、地方財政の現状は人件費

節減の必要性から明らかに人員削減の方向に

進んでおりまして、行政管理の観点からすれ

ば、雇用者数をふやすことは現状ではまこと

に厳しいものがあるのでございます。しかし

ながら、障害者施策の観点からいたしますと、

障害者に雇用の場を確保することは町の障害

者施策の大切な課題でもあるわけでございま

す。したがいまして、今ほど提案いただきま

した金沢市の例のように、例えば庁舎６階の

展望ラウンジ等におきまして、障害者の方々

とボランティアの方々によって金沢市のチャ

レンジド喫茶のようなものがつくり上げられ

ないかどうかぜひ検討したい、こういうふう

に思っているわけであります。 

 私の方からは以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 奥村忠男総務部長。 

   〔総務部長 奥村忠男君 登壇〕 

○総務部長【奥村忠男君】 水口議員の審議

委員会のホームページのまず公開につきまし

て、総務部の所管をいたします特別職報酬等

審議会につきましては、現在、作業中でござ

いますので、近日中に掲載を予定してござい

ます。 

 また、その他の各種審議委員会の審議状況

につきましても、遅滞なく情報の発信ができ

るように努めていますので、よろしくお願い

をいたします。 

 次に、パート職員の年次有給休暇の件につ

いてお答えをいたします。 

 パート職員の年次有給休暇につきましては、

任用期間に応じて付与するように改善を進め

ておりまして、平成18年度から実施できるよ

う所要の整備を行っているところでございま

して、適正な労働条件の確保に努めてまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 夷藤芳夫町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 夷藤芳夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【夷藤芳夫君】 水口議員の

委員会のホームページの公開はということで、

この委員会のホームページの公開についての

ご質問の中に、私どもが所管しております委

員会、町立保育所民営化検討委員会のホーム

ページが立ち上がっていないというご指摘で

ございまして、今現在、作業をやっておりま

すので、今月中には必ず掲載できるというよ

うな形になっております。よろしくお願いい

たします。 

 －50－



 次に、議員ご質問の障害者自立支援法につ

いてのお答えをいたします。 

 障害者自立支援法の利用者負担につきまし

ては、利用したサービスの量や所得に応じた

公平な負担とし、さらに制度の安定化及び効

率化を求めて国が義務的に負担する仕組みに

改め、国の財政責任を明確にして、増大する

福祉サービス等の費用をみんなで負担し合え

る仕組みにいたしたものでございます。 

 こうしたことから、国は利用者負担を原則

１割負担とするものの、個々の所得に応じた

月額負担上限額を設定し、負担が重くならな

いようにするとともに、加えて一定条件下に

より負担を軽減する措置も設けられておりま

す。 

 議員ご質問の件につきましては、法施行に

より新たな利用者負担が生じますが、本町で

は、現在のところ、こうした国の示した利用

者負担軽減制度に基づきまして運用をしてま

いりたいと考えております。 

 今後につきましては、町の財政状況や他の

福祉施策も勘案しながら、利用者負担軽減策

について研究してまいりたいと存じますので、

ご理解をお願いいたします。 

 また、審査会の委員につきましては、「障

害者等の保健又は福祉に関する学識経験者を

有する者」という法律の規定に基づきまして、

介護保険の認定審査委員会と同様、専門的な

知識を有する職種の方々や支援施設などの専

門職の方々を想定いたしております。また、

調査員につきましても、保健師あるいは看護

師、ケアマネジャーといった有識者の資格を

持っている方を考えております。 

 今回の障害者の自立支援法の中には、障害

者並びにその保護者から、相談に応じ必要な

情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整

などの相談支援や手話通訳等のコミュニケー

ション支援など、地域生活支援事業の取り組

みが示されるとともに、町の障害者福祉計画

の策定もここの中で盛り込まれることになっ

ております。 

 内灘町といたしましては、こうした点を踏

まえまして、障害のある方が安心して暮らす

ことのできるよう、議員ご質問のあった地域

自立支援協議会の設置も含めまして、関係機

関や関係団体と緊密な連絡を図りながら、障

害をお持ちの方に対する支援体制づくりに努

めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、この支援法の説明の方法なんですけ

れども、連絡があれば１人でもこちらの方か

ら伺うというような体制をとっていきたいな

というふうに思っております。 

○議長【堂下清孝君】 中本英夫都市整備部

長。 

   〔都市整備部長 中本英夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中本英夫君】 水口議員の

審議会のホームページの公開に関してお答え

いたします。 

 私どもが所管しております公共事業評価委

員会及び総合公園の基本計画策定委員会につ

きましては、公開が若干おくれていますが、

現在、掲載に向けて作業を行っており、３月

中には町のホームページに委員会の審議過程

等を公開できるものと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【堂下清孝君】 この際、暫時休憩を

いたします。 

 再開は午後３時からといたします。 

           午後２時32分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後３時00分再開 

    ○再   開 

○議長【堂下清孝君】  休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 １番、夷藤満さん。 

   〔１番 夷藤満君 登壇〕 
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○１番【夷藤満君】 まず最初の質問は、プ

ルタブ回収運動についてであります。 

 身近にあるものを利用して気軽に参加でき

るのが収集ボランティアです。ほんの少しの

心がけで援助を必要としている国内外の人た

ちのために役立ち、また何に役立つのか関心

を持つことで収集への考え方も変わってくる

と思います。 

 例えば、使用済みプリペイドカードは世界

のコレクターによって資金化され、発展途上

国の援助活動などさまざまな目的に役立てら

れています。また、使用済み古切手は、消印

のある使用済み切手をボランティアの人たち

の手で分類、整理され、業者を通じて世界の

収集家に購入されております。ボランティア

団体の活動資金や、また発展途上国の医薬品、

文房具の援助に役立てられております。 

 まだまだ例を挙げれば切りがないわけであ

りますが、一番皆さんに身近に思えるのがベ

ルマークだと思います。これは、協賛会社の

商品の箱や説明書などについているもので、

収集点数に応じて１点１円で学校の教育機器

の購入資金になります。また、一部は僻地の

学校の助成金に充てられるほか、災害被災校

や発展途上国の教育施設に役立てられており

ます。 

 幾つかの収集の例を挙げてきましたが、内

灘町にもプルタブの回収をしているボランテ

ィア団体があります。プルタブとは、いわゆ

る缶ジュースの栓のことをいいます。このプ

ルタブ回収運動は３年ぐらい前に先輩議員が

一般質問しておりますが、その後、一部の人

や施設で続いているようですが、なかなか成

果が上がっていないのが現実だそうです。余

りにも個人で集めるには、膨大な数が必要な

のであります。学校などでも回収運動が起こ

るようですが、自然消滅といったようになっ

てしまうそうです。それは、これまでにプル

タブ回収専門の団体がなかったのもその原因

ではないかと思います。 

 今、県内では加賀市、能美市の社会福祉協

議会が窓口となり収集をしているそうです。

加賀市の社会福祉協議会さんの話では、年に

２台の車いすが購入できるということであり

ますので、決して無理な運動ではないと思い

ます。 

 このプルタブ回収運動を通じ、空き缶のポ

イ捨てや資源の大切などを町民の皆さんお一

人お一人が理解をしていただき、集められた

プルタブをリサイクル資源として再利用して

もらい、これからの地球に優しい環境を考え

る取り組みが行われればこれにこしたことは

ないと思います。 

 この運動は、一人一人の小さな協力の積み

重ねがなければ大きな成果を上げることはで

きません。小さなお子さんからお年寄りの皆

さんにまで幅広くだれもができることで、地

球上のごみ問題、環境問題考える手がかりと

なるかもしれません。 

 でも、この運動はあくまでも協力であって

強制ではないということ。一歩やり方を間違

えれば集団的圧力にもなりかねず、あくまで

もお願いであり、協力であることを忘れては

ならないということであります。参加してく

れる方々もその点をしっかり認識していただ

きたいと思います。 

 そこで改めてお伺いいたしますが、３年前

の先輩議員の質問に、当時の町民生活課長が

答弁をしているわけでありますが、町では資

源の有効利用に向けて学校や町会並びに各種

団体の皆様が資源回収により積極的に取り組

んでいただけるよう町として支援してまいり

たいと考えておりますと当時は答えておりま

す。 

 現在、内灘町にはプルタブの回収をしてい

るボランティア団体が最近設立をされ、活動

をしております。そのような取り組みをして

いる団体がリサイクルなどのときに回収ボッ

クスを設置したりして、回収運動の拡大を図

る意味からも町の施設などにも回収ボックス
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を置かしていただけるのか、町としての協力

が得られるのかどうか、町の考えをお聞かせ

ください。 

 今、この場で回収ボックスを借りてきまし

た。いわゆるこういうボックスをその場に置

かせていただきたいというお願いであります。 

 次の質問に移ります。コミュニティバスに

ついてお聞きいたします。 

 昨年、11月１日より１年間の予定で北鉄金

沢中央バス株式会社による「おーしゃんルー

プ」が内灘町の南部地区の一部区間を周回し

ていることは、皆様ご承知のとおりでありま

す。１回の乗車につき100円で、既存のバスル

ートと重複しないようなルートでの運行がな

されております。このおーしゃんループにつ

きましては、民間事業者がみずからの力で独

立した事業として公共団体からの補助を受け

ることなく、その事業の実現化に向け取り組

んでいることもあり、町民の求めているもの

と少しかけ離れているように思います。 

 先日開催されました予算内示会の説明では、

コミュニティバス運行体系整備事業としまし

て北部ルートを含む全町的な運行計画を検討

する予算が当初予算に計上されているとのこ

とであり、大いに期待をしております。内灘

から宇ノ気に向かう既存のバスルートは、河

北台商業高等学校の廃校とともに乗客が激減

しております。また、金沢医科大学病院が独

自で宇ノ気方面にバスを出していることなど

を見ましても、事業として成り立っていない

のが現実だと思います。 

 多様化する住民のニーズにこたえるという

意味からも、今走っているバスより一回り小

さいバスにかえてもらい、地区の狭い道路を

走れるバスが望ましいのではないかと考える

ところであります。高齢化社会が進む中、駅、

役場を拠点に、町にあるスーパーを回るルー

トがいろいろなことから見ても望ましいので

はないかと思います。内灘町に住む住民、と

りわけ北部地区の方々にとりましては、今も

昔も町内の移動にはバスが欠かせないものだ

という思いを強くいたします。 

 現在、町では福祉センター、公共施設等管

理公社、小中学校等で公共のバスを運行して

おり、さらには北鉄バス路線にも補助金を出

しております。これらのことを踏まえて、こ

れから総合的な見直しが必要ではないか、ま

た公共交通機関の整備がおくれている北部地

区に、地域に合った北部ルートのコミュニテ

ィバスの運行が可能ではないかと考えますが、

町長のお考えをお聞かせください。 

 北部ルートの計画とともに、向粟崎の街な

み整備で道路が拡張されることもにらみ、北

部ルートもこれから検討していただきたいと

思います。 

 また、先日、金沢の「ふらっとバス」や野々

市の「のっティ」に乗車してまいりましたが、

そのバスの窓から見える街なみの中に夕暮れ

どきだったせいか、日本海に沈む夕日や河北

潟の姿を思い浮かべながら、ゆらゆら心地よ

いひとときを過ごしてまいりました。一日も

早い実現を期待いたしまして、次の質問に移

ります。 

 最後の質問に移ります。最後の質問は除雪

費についてであります。 

 今年度、これまでに全国で雪による死者は

137名で、戦後３番目の記録だそうです。12

月に降った雪としては20年ぶりの大雪で、そ

れに伴い全国的に除雪費が足りなくなったと

いうことで、国が22道府県の197市町村を対象

に事業費約55億円を緊急配分することになり

ました。 

 「市町道除雪費の緊急措置ということで石

川県の16市町に４億4,100万円」という記事が

２月４日の新聞に出ておりました。その記事

の内容はこうであります。「国土交通省は３

日、この冬の豪雪で各市町の除雪費が増加し

ていることを受け、臨時特例措置として県内

の16市町に除雪費４億4,100万円を緊急配分

することに決めた。県内で最も配分額が多い
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のは白山市の１億1,200万円で、金沢市の

9,400万円、津幡町の3,500万円と続いた」と

の記事であります。そこで、内灘町に幾らぐ

らいの予算がついたのかなと探してみました

が、載っておりませんでした。 

 すぐさま、この記事を見られた方々から電

話をもらいました。その方が突然、「今、石

川県に幾つの市町があるか知っていますか」

という電話で、私はこの人が何を言いたいの

か、全く意味がわかりませんでした。「10市

９町ですね」と言うと、「そうだ」とお答え

になり、「いきなり内灘町に除雪費がおりて

こないのはなぜか」と聞かれました。この人

がおっしゃるには、「町長がかわってから除

雪が乱暴になった。除雪を一生懸命やらなか

ったから補助金が出ないのではないか」と言

われました。「津幡町見てみい。ダンプでき

れいに排雪しとるけど、内灘町は雪の塊を歩

道に積み上げるだけで、子供や年寄り、歩行

者のことも何も考えておらん」と、大変ご立

腹のようでありました。「確かに12月の大雪

は突発的なもので、どこの自治体も大変ご苦

労をしているわけで、我が町だけではないで

すよ」と言うと、「ことしの除雪は近年にな

い最低のやり方だった」というお答えでした。

なぜ我が町に除雪費補助がつかなかったのか、

しきりにお聞きになります。 

 内灘町は、今年度、約3,300万円の除雪費を

使っておりますが、なぜ町道除雪費補助の緊

急措置の配分が当たらなかったのか、どんな

基準があって、どこが該当しなかったのか、

明確な答弁をお聞かせください。町民の皆さ

んは知りたがっております。町民の皆さんに

もわかりやすくご説明をお願いいたしまして、

私の質問を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 夷藤議員のコミュ

ニティバスについての質問にお答えいたしま

す。 

 議員ご指摘のとおり、コミュニティバスは

昨年11月１日より来た北鉄金沢中央バスの単

独事業として１年間の試行運行が予定されて

おり、現在、１日当たり50人から100人の方が

利用されているわけであります。この利用者

数は、当初の見込みより低いものであり、町

としても運行ルート、運行時間などについて

検討が必要と考えているわけであります。 

 また、乗客初め多数の町民の皆様からも、

北部地区の運行を初めとした多数の要望も寄

せられているわけであります。そのため、平

成18年度に町内全域を対象としたコミュニテ

ィバスの運行体系を検討するための委員会の

設置を予定しているわけでありまして、この

委員会において既存のバス路線を含めた町内

全域の運行体系あるいは北鉄浅野川線との接

続等について検討していきたいと考えている

わけであります。 

 また、この検討にあわせて、議員ご指摘の

ように既存のスクールバス、内灘町公共施設

等管理公社などの公共バスについてもコミュ

ニティバスによってその機能の補完や代替が

できないかどうか、こんなことについても検

討していきたいというふうに考えているわけ

であります。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 夷藤芳夫町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 夷藤芳夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【夷藤芳夫君】 夷藤議員の

プルタブ回収運動についてのご質問にお答え

します。 

 プルタブ回収運動は、民間団体の環公害防

止連絡協議会が公害を生み出さない人づくり

と空き缶散乱公害をなくすることを目的とし

て実施しているものでございます。アルミ製

の飲料缶などのプルタブを集めて車いすを提

供してもらうという運動です。 

 この運動では、プルタブの場合は800キログ
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ラムで車いす１台と交換できるということで

あり、現在、鶴ケ丘小学校と西荒屋小学校で

ボランティアの活動の一環として取り組んで

いると聞いております。 

 しかし現在、飲料などの主流となっており

ます缶は、プルタブ部分が本体から散乱しな

い構造となっております。また、アルミ缶自

体が有価物としてリサイクルされております

し、プルタブを外して集めるのではなく、ア

ルミ缶そのものを町会リサイクルで回した方

が実効性にすぐれていると考えておりますが、

プルタブ回収運動とボランティア団体の趣旨

に、これには賛同できますので、今後とも公

共施設に回収ボックス設置に向けて検討をし

てまいりたいと思います。 

○議長【堂下清孝君】 中本英夫都市整備部

長。 

   〔都市整備部長 中本英夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中本英夫君】 夷藤議員の

除雪補助金に関するご質問にお答えいたしま

す。 

 気象庁は、昨年12月から降り続き、各地で

大きな被害をもらたしました大雪を「平成18

年豪雪」と命名いたしました。内灘町におい

ても、12月14日より断続的に降雪があり、除

雪作業の実施をし、町道の確保に努めてまい

りました。 

 除雪費用につきましては、当初予算に530

万円を計上しておりました除雪業務委託料が

不足を来し、12月17日に専決処分により予備

費5,000万円の補正予算を計上いたしました。

２月末現在の除雪対策費の執行済額は、除雪

業務委託料で約1,720万円も含め、総額で約

3,380万円となっております。 

 ご質問の除雪費補助の緊急措置に関する配

分基準でありますが、国土交通省は今回の緊

急措置での主な要件といたしまして、１つ目

に豪雪地域に指定された市町村、または最大

積雪深が100センチを超える市町村、２つ目に

今冬、この冬の積雪積算値が平年の積雪積算

値のおおむね1.5倍以上、３つ目に１月10日ま

での除雪費が平年の年間除雪費の７割を上回

る市町村としております。以上の要件を満た

し、ただし書きで、その補助事業費が500万円

以上としております。その額の２分の１が補

助金として交付されるものであります。 

 この配分基準については、これ以上の詳細

な部分が確認することはできませんでした。

今回の緊急措置で県内19市町のうち、内灘町、

野々市町、川北町の３町が対象となっていな

く、いずれも補助事業費が500万円を下回った

のではないかと想定しております。 

 いずれにしましても、町の除雪計画に基づ

き、日常生活に支障を来さないよう生活道路

の確保に努めているところでありますが、除

雪作業につきましては町民の皆様のご理解と

ご協力が不可欠でありますので、今後ともご

協力をお願いしたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長【堂下清孝君】 １番、夷藤満さん、

よろしいですか。１番、夷藤満さん。 

○１番【夷藤満君】 （議席より）それでは、

議席から２つお聞きいたします。 

 １つは、リサイクルの中でボランティアと

いう言葉が出てきましたが、そのボランティ

アについてどういうご見解をお持ちか、ひと

つその意味をお尋ねいたします。 

 そして、最後の都市整備部長のご説明のこ

とで、この予算なり、町の予算なりそういう

ことを決める場合に当たって、必ず算定式と

かに基づいて予算が決められると思うんです。

そういったものに当てはまるか当てはまらな

いか。どういう計算式の中で除雪費が当たら

なかったのかということが明確にならないと

いうことは、今後の内灘町の予算にも大きく

かかわってくることになるんではないかとい

うふうに思うんですが、この点について予算、

町をあずかる町長として今のことをひとつど

ういうふうにご理解されているか。県に頼ん

でも国に頼んでもなかなか詳細なお答えが出
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ないということでありますが、ひとつ町長の

お言葉でお聞かせいただけるものならお聞き

したいと思いますので、その点をひとつよろ

しくお願いいたしまして、私の質問を終わり

ます。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 夷藤議員の再質問

にお答えいたします。 

 恐らく除雪費に対する国の補助の内訳とい

いますか、算定基準がどうなのかという話で

あります。 

 私どもも、国の補助事業というのはどんな

場合であっても明らかに算定基準というのは

決められているわけでありますから、そうい

うことで今回の場合も決められているものと、

こういうふうに判断したところであります。

ところが、国に聞いても、先ほど部長が答弁

したとおり、明確に補助事業の基準といいま

すか、出てこないという、そんなこととして

ありました。県も文字どおり同じ形で、県も

わからないということでありました。 

 そんな意味で、我々としたら500万円以下と

いうその中に入っているしかないという、そ

んな判断したできないということであります

ので、極めて不満やる方ない気持ちでありま

すが、そんな理解でしかないということにつ

いてご理解いただきたいと思うわけでありま

す。 

 以上であります。 

○議長【堂下清孝君】 夷藤芳夫町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 夷藤芳夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【夷藤芳夫君】 夷藤議員の

再質問でございます。ボランティアの定義と

いうことでございます。 

 このボランティアの定義につきましては、

自主的に社会事業に参加し、無償の奉仕活動

をする人ということでとらえております。 

 以上です。 

○議長【堂下清孝君】 １番、夷藤満さん。 

○１番【夷藤満君】 （議席より）今ほど町

長さん初め部長さんから答弁をいただきまし

た。本当に町長としても町の予算を預かる中

で、大変なかなか苦しいようなご見解といい

ますか、なかなかまとまっていないといいま

すか、大変な思惑といいますか、苦しいとこ

ろではないかと思いますが、これからのこと

もありますし、予算もいろいろ大変でござい

ますので、積極的にこれからまた国にお願い

していただきまして、詳細なるご説明をいた

だいて、また町の予算に反映できるよう頑張

っていただきたいと思います。よろしくお願

いします。答弁は結構です。 

○議長【堂下清孝君】 答弁はよろしいです

か。 

○１番【夷藤満君】 （議席より）はい。 

○議長【堂下清孝君】 10番、中川達さん。 

   〔10番 中川達君 登壇〕 

○10番【中川達君】 傍聴の皆さん、長時間

にわたり大変ご苦労さまでございます。皆様

方におかれましては、これもひとえに高い町

政への関心のあらわれという形の中で、ある

いは認識のあらわれでという中での長時間に

わたりの傍聴、まず心から感謝を申し上げま

す。 

 それでは、平成18年度当初議会におきまし

て質問の機会を得ましたので、以下数点質問

をさせていただきますので、よろしくお願い

をいたします。 

 質問に先立ちまして、本日、本会議一般質

問という形の中で質問の機会を得ましたので、

この場をかりまして、先ほど町長もおっしゃ

ったとおり、国のややこしい説明という中で、

議会人としてひとつ国への思いを少し、議長

の許しをいただけるものなら発言をさせてい

ただきたいと思っており、その後質問をさせ

ていただきますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 国内景気も日銀発表あるいは経済アナリス
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ト等の発表などによりますと、回復傾向ある

いは景気が上向いた、そしてまた完全なる景

気の回復と報道でよく目にするようになった

昨今、ここへ来て昨年度のアメリカの油田製

油地帯を襲った台風による原油高、そしてま

たライブドア事件による株式市場での株価の

暴落、耐震偽装を見抜けなかった国の対応に

より、国際社会での日本の誇れる建築、建設

技術の失墜、まさに上昇機運に水を差すよう

な出来事あるいは事件が多発している今日、

国民生活は本当によくなっているのか。逆に

悪くなっているような気がしてならないわけ

であります。 

 国際協調時代と言われ、国民生活の厳しい

中、国際社会への資金支援が続き、諸外国に

比べて突出して供出しているとの報道を見る

たび、実のある結果が出ていないような国際

社会での日本の立場に愕然とさせられる思い

は私一人ではないと思います。 

 進展のない拉致問題、復興に待ったがかか

るイラクの内戦問題、そしてまた経済を大き

く左右するイランの核問題、内政干渉の思い

がする中国、韓国の靖国問題等々、官僚国家

と言われる中、日本の方向を決めるべく、し

っかりと判断できる国会議員の質が今問われ

ており、私たちも注視をしていく中、特にバ

ブル初期、私たちは飽食生活を享受していた

時代に、拉致をされ、北朝鮮国内において人

知れず帰国の希望を捨てず、現在も地獄の苦

しみを続けておる拉致被害者、そしてまた一

刻も早く期待に夢を託している家族の皆様を

思うと、日本人として言葉に尽くしがたい思

いをしている中、横田めぐみさん初め拉致被

害者の皆様の一刻も早い帰国、そして安否を

気遣い、一日も早く、一刻の猶予もなく事件

の解決に向かって日本国政府にさらなる努力

をしていただくことを念願するばかりでござ

います。 

 メールの問題で右往左往している場合では

ないと思いますが、この日本という国、今ど

うなっているのか、理解のできないことばか

りではないでしょうか。 

 前置きが少し長くなりましたけれども、ひ

とつしっかりとした日本国政府の対応を一地

方議会議員として求めたい、このように思っ

て、若干の思いを質問させていただきました

けれども、ただいまから１点目の質問に入ら

させていただきます。 

 まず、大京開発について。 

 私が議会議員として初めての一般質問がこ

の開発問題で、以来約15年、今日に至るまで

多くの議員さんよりいろいろな角度から質問

がありました。当時は、町の将来に大きな夢

を見させていただき、当局も胸を張って国内

外に誇れる商業施設という、あるいはまたリ

ゾートだという答弁でございました。 

 思い出します、バブルでありました。以来

15年、この間大京におかれましては変更、そ

してまた変更、あるいはまた延期、そしてま

た延期、計５回もこの開発の延期がなされて

いる現在、大京としては本当に商業施設の誘

致ができるのか、昨今の経済環境を見ており

ますと非常に厳しい現実ではないかと、私個

人は思っております。 

 昨年、当局と私たち関係議員が東京にて大

京の説明のもと、今度入られるというキーテ

ナント、イオングループの開発責任者との今

後の出店計画の説明を聞かさせていただきま

した。当時、もうことしの今ごろには工事の

つち音が響くような感触でございました。し

かし、現実的には何ら音さたがないわけでご

ざいますけれども、大京にはこの間、今ほど

話をさせていただきましたけれども、何度と

なく期待を裏切りさせられました。 

 来年４月に開業との予定、そして先ほどの

同僚議員の開発地での説明がございましたけ

れども、テナントの折衝、そしてもろもろの

準備が現在進められているとのことでござい

ますけれども、昨今の厳しい商業施設の経営

環境、そしてまた何とか生き残っていこうと
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いう町内の商店及び物販店のこれ以上の経営

圧迫防止のため、町当局はこの際、もし６月

にまたややこしい大京さんの話でしたら、こ

の際しっかりと大京さんに改めて土地有効利

用という形の中での方向転換を指導してはい

かがでしょうか。そういったことをお伺いを

いたします。 

 約17.4ヘクタールの開発面積、千鳥台４丁

目となっている現在の宅地2.4ヘクタール、町

への道路での寄附3.04ヘクタール、公園とし

ての寄附用地0.52ヘクタール、アメリカ村並

びに公共施設その他の用地として3.6ヘクタ

ールとなり、商業用地として今現在、皆さん

が待ち望んでいる土地が7.52ヘクタール。こ

の土地、これまでのインフラ整備、そして投

資額約29億円。そのうち、町の投資総額約７

億円がかかっている現実。確かに大京さんの

方からももろもろの収入も入っております。

土地保有税２億5,000万、そしてそれぞれの負

担金も入っておりますが、今後予想される道

路の寄附をしていただいたその道路の維持管

理、そして新たに町会として要望に伴う今後

の支出の増大等々厳しい今後の現実。 

 現在、この日本、格差社会となっている今

日、町といたしましては厳しい行政運営の中、

安定税収、そして安定就労が求められている

中、しっかりとした企業の誘致が今、町とし

て早急に必要なのではないでしょうか。 

 幸いにも、今、県による株式会社コマツの

企業進出に基づく海浜道路の直線化が現在行

われております。先ほど町長の答弁にもござ

いましたけれども、今現在、内灘町にはそう

いった誘致の話がないという中で、金沢市は

コマツ関連企業の誘致に向けて今精力的にか

たつ工業団地、あるいはそういった土地の造

成工事を急ピッチで行ってきておりますが、

現実的には、このコマツに一番近い大京の商

業施設をコマツ関連企業の誘致工場として、

あるいは誘致施設として大京当局に考えてい

ただくと同時に、町長、県と大京とのパイプ

役として県当局に働きかけてはいかがかと思

いますが、その点をお尋ねいたします。 

 国の三位一体という中で、この大京の売買

は県当局、そして大京との売買でなった土地

でございます。そういった面では、県と大京

とのご縁というものもございますので、もし

６月にそういったことが先がまだ少しあやふ

やな関係でしたら、ぜひともこの際、町当局

としてご指導をいただきますよう、まずお願

いを申し上げます。 

 引き続きまして、国の三位一体の改革によ

り、平成18年度の予算における質問をさせて

いただきます。 

 地方自治体にとりましては、今現在、危機

的状況での財政運営を余儀なくされている中、

町の財政状況も悪化の一途をたどっているこ

の町。先般、町長の所信表明があったわけで

ございますが、内容において行政経費、そし

て各種助成事業、各種団体への補助金の見直

しで生ずる予算金額、果たして金額そのもの

は幾らなのか、そしてまた昨年対比の比率は

何％なのか、お伺いをいたします。 

 この３項目の見直しにより、かなりの削減

ができるのかどうか。そしてまた、この年配

の高齢者の皆様の負担、そしてこれから削減

という問題について、町はどういう形で納得

のしていただけるようなアピールをしていく

のか。一方的に、町がこれだけ削減しますよ、

これだけ削りますよということはないと思い

ますが、そういったアピールの仕方があれば、

ひとつお聞かせをいただきたいと思っており

ます。 

 昨年度の機構改革により、３部制から４部

制になった現在、今、行政効率はどのように

見直されたのかも伺っておきますと同時に、

将来に向かってのまちづくり政策部の３部制

から４部制に変わった以上、今後の重要性と、

そして今日までの成果をあわせて伺っておき

ます。 

 続いて、河北潟の浄化対策について、先ほ
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ど同僚議員からも質問がございましたけれど

も、私も過去何度となくこの質問をさせてい

ただいております。 

 おかげさまで今日、２市２町による河北潟

環境対策期成同盟会を初めとして、私たち議

会でつくる河北潟周辺議会連絡会、そしてま

た民間団体によります河北潟自然再生協議会

などなど、今まさに官と民挙げての取り組み

が現在進められておりますが、財政難の中、

抜本的な施策、抜本的な方向性が国あるいは

県は余りないような気がいたします。先ほど

の説明でもございましたけれども、今、県は

それぞれの調査に向かっての見解を出すとい

うことでございましたけれども、やはり抜本

的な大きな事業としてこれらの事業を一刻も

早く進めるべきだと私は思っております。 

 そういった状況でございますけれども、先

般、小松の木場潟の方へ私ども視察研修をし

て驚きました。当時の木場潟は、全国の湖沼

のＣＯＤ、水質の透明度、あるいはまた高濃

度の水域、一番汚れている水域の全国のワー

ストツーということでございましたが、今日

の木場潟はこの河北潟よりもきれいになり、

そして周辺設備もすばらしい形でよくなって

いる状況に驚きを隠せない状況でございまし

た。 

 お聞きをいたしますと、国の直轄事業、そ

してまた県の事業として80億、そしてまた河

川域の閉鎖水域のそういったものに対する開

放という形の中での排水機場が国の直轄とし

て大きな予算で現在、水そのものがすばらし

い形で上流から下流へと絶え間なく流れ、そ

れに伴って水質浄化が図られているとのこと

でございました。 

 やはりこの内灘町も今、水透試験、そして

またあらゆる植栽物の活用によって浄化とい

うそういった活用策も、活用策といいますか

浄化作用もあろうかと思いますけれども、や

はり抜本的にこの大きなポンプなり、排水機

場なりを設置して、絶え間なく水が流れる環

境が必要ではないかと、私はこのように認識

をいたしております。 

 そういった中で、町当局も今一生懸命努力

をされておりますことに対して、心からまず

一生懸命なされている評価をさせていただき

ます。 

 しかし、小松市の木場潟においては、今現

在、子供たちが、将来のこの潟を守ろうとい

う認識のもとで、そしてこれから受け継いで

いこうという認識のもとで、今、小松市学校

版環境ＩＳＯという取得を全学校で目指して

今取り組んでいるそうでございます。 

 そういった中、私たち町民、そしてこの内

灘の事業所、行政、そしてこれからこの内灘

町を引き継いでいく学校、そしてこの各種団

体に対して今２市２町で一生懸命やっており

ますけれども、この内灘町は最もの下流域と

いう中で、２市２町に対して先導を切ってひ

とつ抜本的な施策の啓蒙活動を国、県に行っ

ていくような方向を示せばいいんではなかろ

うかと、そういう今思いでいっぱいでござい

ますので、そういったこともあわせて方向性

を伺っておきたいと思っております。 

 また、子供たちを小松の方のあのすばらし

い環境になった、全国で最も汚れていた湖が

河北潟よりもきれいになったというこの現実

を、社会勉強の一環としてひとつ視察、そし

て勉強という形の中で小松の方へ行かせる手

だてはないものか、そういった方向性をひと

つ考えていただきたい。こういったことをひ

とつお尋ねをし、お願いをして、次の質問に

入らさせていただきます。 

 最後になりますけれども、今、年々増加を

している子供や児童に対する犯罪被害、そし

て毎日のように目にする凶悪犯罪被害。先日

も目を覆うような児童に対する犯罪被害が報

道されておりましたが、何の罪もない子供た

ちが平気で殺されるこの日本、何もかもが病

んでいる今日の日本で生活をしている私たち

は今、自分の身は自分で守るという認識が強
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くなってきている今日、子供たちには何も守

るすべも持っていません。少子化の中、子供

はやはり国の宝、そして町の一番の宝ではな

いでしょうか。 

 今、町では次世代育成環境の充実という大

きな方向性が示されている折、所信表明には

子供たちに対する、あるいは犯罪被害防止に

関する文言が見受けられない中、未然に防ぐ

べき町と学校の連携がどのように今後図って

いくのか、お伺いをいたしたいと思います。 

 また、予期せぬ犯罪被害回避に向けて、学

校は日ごろどのような取り組みをしているの

か、伺っておきます。 

 また、数年前に犯罪防止のために子供さん

たちに渡した防犯ブザーの点検もどういう形

で行われているのか。そしてまた、小学校低

学年の登校あるいは下校について子供たちの

家族、そしてまた子供たちにはどのように学

校当局は指導しているのかも重ねて伺ってお

きます。 

 最後になりますが、今、各町会におきまし

てこういった犯罪を防ぐべく防犯パトロール

隊が結成されております。そういった中で、

献身的に街頭に立って一生懸命活動している

皆様方に対して、心から感謝を申し上げて、

私の質問を閉じさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中川議員の一般質

問にお答えいたします。 

 最初に、平成18年度歳出予算中、見直した

事業等の経費削減効果のことであります。 

 所信表明でも述べましたように、乳幼児か

ら高齢者まですべての町民が安心して暮らせ

るまちづくりのため、私は３つの観点で歳出

の見直しを行いました。その経費削減効果は

次のとおりであります。 

 １点目の行政の内部経費の見直しについて

は、合計約1,500万でございます。削減率は削

減対象経費に対して約16％であり、２点目の

他自治体に比べてぬきんでた各地助成事業の

見直しについては、合計約2,400万円の削減効

果があり、削減率は削減対象経費に対して約

50％であります。 

 ３点目の各種団体への補助金の見直しと町

が行う各種イベントの見直しについては、合

計2,200万円の削減効果があり、削減率は削減

対象経費に対して約14％であります。削減額

の総額は約6,100万円に上るわけであります。 

 なお、議員ご指摘のように、町民負担の増

につきましての説明責任については、これか

ら広報での具体的なお知らせ、あわせてタウ

ンミーティングやら、出前講座で町民の皆さ

んにお知らせしていこうと、こう思っていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、４部制の成果とまちづくり施策のこ

れからの方向性についてということでありま

す。 

 現在の町長部局は、総務部門、企画財政部

門、町民生活部門、産業建設部門と４つの担

当部門に分かれた部制をとっておりますが、

これは従来の３部制から総務部の機能を一段

と充実強化するため、総務部を分割して４部

制としたものであります。 

 私は、このまちづくり政策部の分離設置に

よる４部制の第一の成果として、私が町民の

皆様にお約束した町民参加型の町政を強力に

推し進めることができたことであると評価を

しているわけであります。タウンミーティン

グの開催やまちづくり町長談話室、職員によ

る出前講座など、町民の声をじかに聞く町政

を積極的に展開できるようになったのも、こ

の部を設置したことによる大きな成果の一つ

だと思っているわけであります。 

 ２つ目には、町の財政状況と町を取り巻く

社会状況とを的確に把握して、これから進め

るべき改革の方向性を求め、その推進方策に

ついて政策化できる機能が得られたことであ

ると考えているわけであります。 

 －60－



 今日の財政危機の時代に最も必要なことは、

限られた財政資源の配分を将来を見据えたも

のとして行うことであり、企画財政部門を総

務部から分離して、まちづくり政策部として

独立の部としたことは適切な対処であったと

私自身は考えているわけであります。 

 ３つ目には、男女共同参画の推進や公聴広

報機能の充実強化が図られたことであると考

えておるわけであります。これらは、内灘町

の取り組みがおくれていたことから、初めて

行政機構に加えたものであったり、インター

ネットの普及した時代に、それによる町民と

の双方向のコミュニケーションにおいておく

れをとっていた部門でありましたが、それら

の推進が図られたことであると考えているわ

けであります。 

 なお、まちづくり政策部のこれからの方向

性につきましては、町民の参加と、参加のま

ちづくりのさらなる推進と、行財政の効率性

をさらに追求すること、それからそれらの具

体的な改革を政策化していくことだと考えて

いるわけであります。 

 次に、大京開発についての質問であります。 

 当該開発地域につきましては、議員ご指摘

のとおり、平成２年度に株式会社大京が石川

県土地開発公社より土地を取得し、町との間

で開発協定を締結して以来、15年が経過をし

ております。その間に開発協定の期間延長を

５回行い、現在は平成20年５月31日がその期

限となっているわけであります。 

 計画内容についても、当初のリゾート型ホ

テルやアミューズメント施設等を含めた大規

模な開発計画からショッピングセンターを中

心としたものへと変更になり、一部について

は不動産会社に売却、住宅地として販売され

ている状況にあります。 

 今後の予定につきましては、４月中に今回

の計画概要を議員の皆様に事業者である大京

から説明をしていただきたいと考えておるわ

けであります。その後、大京では６月に大店

法の届け出を提出し、来年４月に開設する予

定と聞いておるわけであります。 

 なお、町としても今回の開発協定期限が最

終期限と考えております。大京に対し開設へ

向けて強く指導をしてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上であります。 

○議長【堂下清孝君】 浜田寛教育長。 

   〔教育長 浜田寛君 登壇〕 

○教育長【浜田寛君】 学童への安全対策に

関する質問にお答えをいたします。 

 学校では、登下校時間以外は玄関の施錠を

いたしまして、教職員による校舎内の巡視の

実施、不審者が侵入した場合の対応や避難の

訓練を重ねてきております。また、警察や関

係機関と連携し、不審者情報の共有化を進め

るとともに、安全マップの作成、児童生徒や

保護者に対しての指導や啓発、また定期的な

校区の巡視を努めております。 

 教育委員会では、以前より小学校入学時に

児童に防犯ベルを配布してきておりますが、

現在は小学生全員に行き渡っておりますが、

これの徹底につきましてさらに進めてまいり

たいというふうに考えております。 

 また、17年度には一部未整備でしたテレビ

カメラつきのインターホンを全学校に設置を

いたしました。そして、平成18年度には、以

前から、これは夷藤議員でしたかご提案があ

りましたけれども、携帯電話のメールシステ

ムを利用して保護者が防犯ボランティアの

方々に不審者などの緊急情報を速やかに案内

するという、そういう学校ネットシステムを

モデル校を決めまして、まず１校で試行して

まいりたいというふうに考えております。 

 地域におきましては、昨年、保護者や地域

の皆様のご協力のもとに、各小学校下に防犯

ボランティア組織が設置されまして、登下校

時の安全を図っているところでございますが、

日ごろから熱心にご活動いただいております

ボランティアの皆様方に対しまして、私から
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もこの場において深く感謝を申し上げる次第

でございます。 

 児童生徒を犯罪から守るためには、保護者、

地域、学校、警察、行政が一体となった取り

組みが必要というふうに考えておりまして、

今後とも関係機関のご支援、ご協力をいただ

き、子供たちの安全確保を図ってまいりたい

というふうに考えております。よろしくお願

いいたします。 

○議長【堂下清孝君】 夷藤芳夫町民福祉部

長。 

   〔町民福祉部長 夷藤芳夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【夷藤芳夫君】 中川議員の

河北潟浄化対策についてのご質問にお答えい

たします。 

 今後の河北潟浄化にかかわります啓発、啓

蒙につきましては、河北潟環境対策期成同盟

会におきまして、流域住民の皆様に河北潟の

水質浄化に向けての機運を高めていただくこ

とを目的に、今年度開催いたしました河北潟

さわやかシンポジウムを来年度津幡町で引き

続き開催していく予定に考えております。 

 また、今年度から２市２町の小中学校の生

徒向けに学習用の補助教材の冊子の作成に取

りかかっております。19年度の配布に向けて

鋭意作業を進めているところでございます。

これによりまして、河北潟の自然環境のみな

らず、その生い立ちや歴史について子供たち

に関心を持ってもらうことにより、私たちの

貴重な財産であります河北潟の将来に向けて

の環境保全の布石にしたいと考えております。 

 また、河北潟水質浄化連絡協議会では、親

子などを対象にして、毎年、河北潟の自然観

察会や生物調査などを行っており、昨年10月

には当町の西荒屋小学校におきまして、５年

生を対象に河北潟のヨシを使ったすだれづく

りを開催いたしました。これらの事業を通し

て、河北潟に触れ合う機会をたくさん子供た

ちに提供していくことにより、興味がわき、

ひいては河北潟に対する愛着が生まれるよう

にしていきたいと考え、平成18年度以降も引

き続き実施していく予定でございます。 

 なお、議員ご指摘のいしかわ学校版環境Ｉ

ＳＯの取得による河北潟に関する環境調査や

提案の活用等についてでございますが、いし

かわ学校版環境ＩＳＯは、地域社会と深くつ

ながりのある学校における自主的な環境保全

活動を展開していく上で、児童生徒並びに教

職員が容易かつ効果的に取り組んでいくため

の指針で、平成14年に石川県が策定したもの

でございます。 

 現在のところ、当町ではＩＳＯの認定を受

けた学校はございませんが、今後、小松市な

どの取り組みを参考にして、教育委員会とも

十分協議しながら、認定に向けて学校に対し

て積極的に働きかけてまいりたいと考えてお

ります。 

 認定に際しまして、環境保全活動の対象に

河北潟を取り入れていくことにより、河北潟

に対する実践的で継続的な学習が推進されて

いくものと考えております。 

 以上です。 

○議長【堂下清孝君】 10番、中川達さん、

答弁終わりましたが。 

 10番、中川達さん。 

○10番【中川達君】 （議席より）今ほどの

町民部長の方からそれぞれの活動に対しての

答弁をいただいたんですけれども、やはり今

日に至るまでそういった活動、地道な活動は

かなりさせていただきました。そういう点で

は、当局に対して評価あるいは敬意をあらわ

したいと思います。 

 また、私たち議会も一生懸命行政の後押し

を今日までさせていただきました。そういっ

た中で、やはり今遠くへ行かなくても、この

木場潟というバスでせいぜい１時間弱のとこ

ろが今現在、この河北潟よりもきれいになっ

ているという、まずその認識が私は大事だと

思います。そしてまた、その認識を当時、昔

は小松もこれだけ日本で一番汚かったんやと
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いう形の中で、じゃ子供たちにどういった形

できれいにしたんやと、こういう形で子供た

ちに勉強してくださいよという形の中で、一

遍町長、子供さんたちを、全部が全部とは言

いませんけれども、学校当局、そしてまた子

供さんたちに何とか現実を、視察学習をさせ

ていただければありがたいと思います。 

 そういった点と、そしてまた、今やはりこ

の抜本的な浄化の対策というのが必要だと思

うんです。ですから、どうしてもこの大きな

ポンプでまず日本海の方へ放流という、こう

いった形の思い切った政策の啓蒙活動が私は

必要だと思うんです。この内灘町は、日本海

と河北潟がほとんどレベルが一緒という中で、

ややもしますと日本海の満潮時に日本海の海

の水が入ってきて、そして川の水が流れなく

て、浸水とかいろんな形での弊害が起きてい

ると思うんです。ですから、そういった意味

で浄化もあわせて、そういった大きな排水機

ポンプを主眼にしたこれからの国、県の働き

に対する啓蒙活動をしていただきたいなと、

このように思っておりますので、町長もしお

考えがあればひとつよろしくご答弁お願いい

たします。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中川議員の再質問

にお答えしますが、今ほど木場潟、石川のあ

る意味では水質浄化の典型ということであり

ました。私どもも県会にいるときからそのこ

とを思っておりました。せっかくのご提案で

あります。我々はもちろんでありますが、学

校にもそんなふうに取り組むように、ぜひ周

知したいというふうに思っているわけであり

ます。 

 あと、強制排水の件でありますが、昨年も

議員の皆さんから有志が何名か福島潟に行っ

てこられて強制排水の効果というものを見て

いらっしゃるということであります。何分に

もその効果と費用という面で、非常に問題に

問題になるものですから、これから、先ほど

野村輝久議員にも申したんですが、お互いに

県、国とも連絡をとりながら、何とか実現に

なるように、どこから始めていいのか頑張っ

て研究していきたいというふうに思っていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長【堂下清孝君】 10番、中川さん、よ

ろしいですか。 

○10番【中川達君】 （議席より）はい。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【堂下清孝君】 この際、暫時休憩い

たします。 

 そのままでお待ちください。 

           午後４時09分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後４時10分再開 

    ○再   開 

○副議長【野村輝久君】 それでは、地方自

治法第106条第１項の規定により、議長の職務

を行います。 

 よろしくお願いいたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 18番、堂下清孝さん。 

   〔18番 堂下清孝君 登壇〕 

○18番【堂下清孝君】 2006年（平成18年）

第１回定例議会において、町長、教育長並び

に内灘町選挙管理委員会書記長に質問をいた

します。よろしくご答弁のほどお願いをして

おきます。 

 小泉構造改革によって、国民の多くの方々

が生活が苦しくなったと述べております。そ

れは、確定申告にも見られますように、各種

の控除制度を縮小し、また引き続き廃止の方

向にあるからであります。18年度政府予算案

が通過をすれば、平均的サラリーマン世帯で

20万円以上の負担増となるというふうに言わ

れております。年金生活の高齢者の場合、負

担増は一層深刻なものであります。 

 －63－



 既に実施されたものを見ますと、02年10月、

老人医療費の１割負担化、03年４月、年金

0.9％の減額、介護保険料の引き上げ、04年４

月、年金からさらに0.3％を減額、昨年05年２

月、法的年金等控除縮小、所得税の老齢者控

除廃止、所得税の配偶者控除廃止、所得税の

高齢者特別控除廃止、６月には住民税の配偶

者特別控除の廃止、05年10月には介護保険の

ホテルコストの導入などで、「これでは、年

寄りは死ねというのか」という怒りの声が上

がってきているのであります。 

 これで終わりかといいますとそうではなく、

今年度から08年度までの３年間でさらに追い

打ちをかけるようなものが計画をされており

ます。 

 これも少し列挙をしますと、06年２月、所

得税の定率減税半減、４月、年金0.2％から

0.3％減額、６月、住民税の定率減税の半減、

住民税の老齢者控除の廃止、住民税の非課税

限度額の廃止、06年10月、老人医療費の食料・

居住費負担の引き上げ、07年２月、所得税の

定率減税の廃止、６月、住民税の定率減税の

廃止、住民税の非課税限度額廃止の経過措置

の縮小、08年４月、70歳から74歳の高齢者の

医療費負担の２割化、75歳以上の高齢者の医

療保険制度の創設、0.8年６月、住民税の非課

税限度額の廃止の経過措置が終了。 

 聞いただけでもぞっとするような内容が盛

られております。その上、唯一の収入である

年金給付まで、マイナススライドとなるので

あります。 

 一方、大企業の経常利益は増大し、バブル

期を上回って史上最高になっており、大金持

ちも優遇されております。 

 例えば、定率減税廃止の影響は絶対額で言

えば高額所得者の方が大きいのは言うまでも

ありませんが、しかし、定率減税にはもとも

と所得税は25万円、住民税は４万円という限

度があるため、一定の所得以上の層では、減

税額が頭打ちになっており、廃止された場合

の増税額も頭打ちになります。 

 このため、もともと何千万円もの納税をし

ている高額所得者では、最大29万円の増税に

なっても、増税率は数％から１％以下にしか

ならないのであります。それが今の社会的格

差と貧困の拡大を招いている最大の要因が構

造改革路線であると思うのであります。 

 その転換をさせることは言うまでもありま

せんが、こういう時期だからこそ、住民の暮

らしと命、安全を守るという自治体本来の役

割、立場を町政が堅持しなければならないと

思うのであります。 

 ところが、先ほどからの質問、議論の中で

も明らかになったように、高齢者いじめの施

策がメジロ押しであります。長寿祝い金制度

の見直しと称し、祝い金80歳以上の方に毎年

１万5,000円支給されておりました。そして、

なおかつ数え88歳でプラス１万円、99歳でプ

ラス２万円、100歳でプラス10万円と記念品を

今度の提案ではばっさりとなくしました。100

歳になって初めて５万円と記念品をおあげを

するというものに変えてしまったのでありま

す。 

 祝い金の方は、75歳以上の方に4,000円支給

されていたんでありますけれども、これを77

歳、80歳、88歳、90歳、99歳の節目の年齢の

方だけに支給する。77歳の方には5,000円、80

歳の方には１万円、88歳の方には１万5,000

円、90歳の方には２万円、99歳の方には３万

円。本当にここまでしなければならないので

しょうか。 

 老齢者医療金支給制度の見直しと称して、

これも65歳以上69歳までの方の自己負担の２

分の１の支給を３分の１に変更。介護保険料

を月3,600円から1,300円引き上げ4,900円と、

実に36.1％と大幅に引き上げ、国民健康保険

税も平均１人当たり１万4,269円、19.02％の

引き上げ。 

 ことしから100円になる、無料になると喜ん

でいた方が、福祉センターのふろ代を65歳か
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ら70歳までの方が100円だったものが200円に、

70歳以上無料だったものを100円に。 

 そして驚いたのは、これが本当かと目を疑

ったのは、無料だった障害者の方からも100

円徴収するという、今回のこの提案を私はど

う考えても納得がいかないのであります。な

ぜなら、財政が苦しくどうしようもないから

の提案ではないからであります。まだまだ別

の考え方をすれば、負担増を避けることがで

きるというふうに考えているからであります。 

 町長は、１日の提案理由の中で、行政内部

経費の見直しとして、常勤の特別職の給与の

削減と管理職手当、特殊勤務手当の削減を上

げ、最優先に行政内部の経費削減から取り組

んだと言いました。しかし、特別職の減額分

は年90万円であります。管理職手当の削減分

を含め、職員関係費で1,370万円の減でありま

す。 

 しかし一方、臨時職員や嘱託職員の人件費

は、昨年と比較して何と2,282万円もふえ、先

ほどの削減を引いてもプラスの80万円になる

のであります。その他、昨年までなかった地

域手当が67万679万9,000円新たに加わり、約

760万円もふえているのではないでしょうか。

これで本当に行政改革を行ったと言えるので

しょうか。 

 福祉センターの件で言えば、18年度から指

定管理者の制度は法律で自治法で義務づけら

れ、その管理に財団法人内灘町公共施設等管

理公社を指定し、今までのように努力をしな

くてもいいわということではなく、一段と努

力が求められ、その経営手腕を発揮しなけれ

ばならないものであります。 

 要するに、私の言いたいのは、百歩譲った

としてことしから始まる新しい試みである管

理公社が福祉センターの管理者としてどうい

う努力がなされたのか。その結果、どうして

もだめだ、町の施設だから助けてほしい、こ

う言われたときに初めて検討する課題であり、

障害者を有料にするなどふろ代の値上げ案は

どうしても認めることはできず、この案を撤

回すべきだというふうに考えますが、いかが

でしょうか。 

 国保税の引き上げについてもしかりであり

ます。医療保険制度の見直しによってどうな

るかはまだ定かでありません。現役並み所得

の高齢者の医療費を３割に負担を引き上げ、

長期入院高齢者の食住費の負担を新たに設け、

住居費が１万円、食費が2,400円から4,200円

になり、高額療養費の自己負担限度額の引き

上げ、70歳から74歳の一般高齢者の２割負担

化の導入、75歳以上の高齢者の医療保険制度

の創設、風邪など軽い病気には保険から外す

などの改悪がなされようとしているのであり

ます。 

 このこと自体受け入れることはできないわ

けでありますが、一昨年、昨年と赤字が出た

から即値上げ、引き上げるという、そういう

短絡的なやり方ではなくて、もっと推移を見

てからでも遅くはないというふうに考えてい

るのであります。 

 以前にこんなことがありました。赤字が出

るから国保税を上げたいという提案に対して

議会から、一般会計から繰り出してみて、そ

の推移を見てから判断すべきという意見に従

って１億円を持ち出しましたが、最終的に繰

り入れしなくてもよくなり、一般会計へ返し

たということがありました。まさに今の状況

もそういう状況ではないかというふうに思う

のであります。 

 財政が苦しい、苦しいと財政の現状を余り

悲観的に見過ぎると、負担増も社会保障も切

り捨ててもやむを得ないかなという結論にな

りかねないのであります。もちろん、安易な

楽観論に立つことは正しくないというふうに

思いますが、こういう時期だからこそ先送り

する事業もあるのではないでしょうか。 

 18年度予算で見ると、17年度の現計予算か

ら見てもわずか2,000万円しかふえていない

のに対し、投資的経費が18年度予算で６億
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7,420万円とし、前年度より２億3,100万円と

52.3％と伸びているのであります。その主な

ものでは、内灘高校の南側に新たな道路をつ

くるために１億円、総合公園に8,000万、蓮湖

渚公園整備に5,300万、宮坂公民館建設に１億

2,400万等々。かつて旧七塚町で予算がどうし

ても組めないということから整備を進めてい

た遠塚地内の中央公園の整備を断念し、時期

を待って先送りしたと聞きました。 

 今、どうしても総合公園や蓮湖渚公園を急

いで整備しなければならないのか。今のまま

置いておいて何の不都合が出るのか。何の不

都合もないではありませんか。 

 宮坂公民館にしても、新しく建てかえれば

維持管理費も新たに負担がふえるでしょう。

白帆台の集会場も完成すれば、一部の方かも

しれませんが負担がかかってくるでしょう。

住民の皆さんに伺っていただきたい。「国民

健康保険税や介護保険料を引き上げても、ふ

ろ代を有料にしても、それでも今公民館を建

ててほしいか」と聞けば、私は大多数の方々

は「値上げや給付減をするより、公民館建設

や公園整備を待ってもいい」という返事が返

ってくるというふうに思うのであります。こ

れが町長の言う、町民の声を聞いて町政に反

映させる姿ではないでしょうか。皆さん方に

そういうことを伺う考えがあるかどうか、伺

っておきたいのであります。 

 今回予算計上されておりませんが、子育て

支援センターを新しく旧役場から独立させ、

大枚のお金をかけて新たに設置するやにも聞

き及んでおりますが、これも今ある施設を活

用すれば十分賄えるというふうに思っている

のであります。 

 例えば、サイクリングターミナルの活用で

あります。以前は勝手に目的を変更すること

はできませんでしたが、現在、名前を変えよ

うが、何に利用しようが、どこからもクレー

ムのかからない施設になっておるのでありま

す。そして今、管理公社に管理を委託をしよ

うというふうにしておりますが、管理公社に

とっても重荷にならない。それがベターでは

ないかというふうに思うわけであります。 

 管理公社に任せて重荷になるだけの施設な

ら、それよりも子育て支援センターとして活

用すれば、前には大型の海賊船を設置した遊

び場があり、裏には芝生の広場、親子で楽し

める５キロのツーリング場、何より広い駐車

場があります。自転車は隣の自転車競技場に

移管すればむだなく使えますし、会議室や研

究室はなくなりますが、だとするならばそれ

をこの役場４階の会議室を開放、貸し出しで

きるようにすれば、役場６階の展望ラウンジ

も新たな方の利用もふえ、まさに一石二鳥、

三鳥になるのではないでしょうか。当時設置

をした中村小重さんも、決して怒りはしない

というふうに思うわけであります。 

 新たに１億円以上も投資するというよりは

るかに効率がいいと思うわけでありますが、

知恵を出せばまだまだ経費を削減し、住民に

負担増を求めなくてもやっていけるというふ

うに思うのであります。 

 将来、じいちゃん、ばあちゃんに何かあっ

たら大変だから、みんな我慢してくれ。そし

て、みんなの小遣いも減らし、年寄りのため

といってためてためてきた目的基金、高齢者

福祉基金、今7,000万円たまっておりますが、

この切り詰めてきてためた7,000万円の貯金

まで引き出し、お年寄りのために使うのでは

なく、家の庭がほかの家から見るとみすぼら

しいから、庭をいじり整備し、立派な灯籠ま

でつけて庭を直す。勝手口には人は余り出入

りはしないが、万が一人が来る場合もあるか

らという理由でインターロッキング張りの通

路をつくる。子供が大事だといって、今ある

部屋を改造して使うんでなく、別棟まで建て

てやる。家庭の収入が伸び悩んでいるとき、

そんなことをする家庭が、家があるだろうか。

家のローンを抱えているとき、また新たにロ

ーンを組んでまでそんなことをする家がある
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でしょうか。もしあったとするならば、それ

はいずれ崩壊するというふうに思うのであり

ます。 

 18年度予算はまさにこのことを地で行って

いるように思われてなりません。今の高齢者

は決して楽ではありません。せっかくお年寄

りのためといってためてきたお金は、お年寄

りのために使うべきであります。経費削減に

ついてももっと機構改革を含め、少しの削減

でお茶を濁すようなものでなく、抜本的に見

直すべきであります。 

 それもこれだけ努力したがどうにもならな

い。何とか住民の皆さんお願いしたいと言え

るまで住民負担増を凍結すべきだというふう

に思いますが、町長に伺っておきたいのであ

ります。 

 次に、教育長に２点お伺いをいたします。 

 １つは、就学援助金の支給についてであり

ます。 

 現在の経済状況を反映してか、全国的には

生活保護を受ける人や就学援助を受ける子供

は、近年増加の一途をたどっておるというふ

うに言われております。東京のある区では、

全児童生徒の７割もの子供たちが就学援助を

受けているという統計も出ておるというふう

に聞きました。しかし、我が町では余り変化

が見られません。基準以上の生活水準で受け

ていないのなら、これほど喜ばしいことはな

いと思うわけですが、本当にそうかと言えば、

疑いたくなるのであります。 

 対象となる大体の基準を示し、全児童にど

の自治体よりも先駆けて申請用紙を渡してい

る我が町であります。実態をより詳しく調査

し、対象になる家庭が漏れなく何の援助もな

く受給できるように、より配慮を求めたいと

いうふうに思うわけでありますが、その考え

があるかどうか、伺いたいのであります。 

 ２点目は、向粟崎体育館の照明についてお

伺いをいたします。 

 体育館でスポーツを楽しんでいる方から、

夜は大変暗く、もっと明るくならないかとの

声をお聞きをしました。調査方をお願いしま

したが、どうなったのか、お伺いをしたいの

であります。 

 卓球などのスポーツ競技に障害があるよう

だったら、早急に照明をもっと明るくすべき

だというふうに思いますが、その考えがある

かどうか、伺っておきたいのであります。 

 最後に、選挙管理委員会書記長にお伺いを

いたします。 

 日本の公選法は、あれもだめ、これもだめ

と公人の年賀状の差し出しなども禁止をして

おるわけであります。知らせる側に多くの規

制をかけております。後援会発行のチラシに

ついて、後援会員以外にも不特定多数の方に

も配布しても今の公選法では許されるのかど

うかを確認をしておきたいのであります。も

し許されるとするなら大いに私もやりたいな

と、こう思っておる次第であります。 

 ここまでは許され、これ以上は違反だと

我々にもわかるように具体的に答弁をお願い

をして、私の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○副議長【野村輝久君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 堂下議長の一般質

問にお答えさせていただきます。 

 最初に、18年度予算に関するご質問であり

ますが、ご質問の中で、障害者の福祉センタ

ー浴場有料化を撤回すべきではないかという

こと、さらに国保税の引き上げを見送ること

を考えてはどうか、また宮坂公民館をやめて

国保税や介護保険料を引き下げてはどうか等

のお尋ねの件でありますが、これらの料金の

改定等につきましては、介護保険事業計画等

策定委員会、さらには国民健康保険運営協議

会、また行財政改革推進委員会等での慎重な

審議をいただいて、その改定額を決めた経緯

がございまして、これを撤回するということ

は考えていないわけであります。 
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 ただ、障害のある方の料金改定につきまし

ては、障害者への町としての支援の一環とし

て７月からの実施までに再度検討させていた

だきたいと思うわけであります。 

 なお、高齢者福祉基金につきましては、本

来は運用利子を高齢者福祉に用いるものでご

ざいますことから、低金利時代の今回ではほ

とんどその機能を果たさなくなっているのが

現状であります。今般、これを介護保険等の

町負担財源に用いたものでございます。 

 なお、金利が上昇する事態ともなれば、ま

たその額を積まなきゃならないと考えている

わけであります。 

 なお、ターミナルを子育て支援施設に使え

ないかとのご提案につきましては、これも検

討させていただきたいと、こう思っているわ

けであります。 

 次に、堂下議長の財政運営と公園整備につ

いてのご質問であります。 

 本町の財政状況につきましては、今般の所

信表明の中でも申し上げましたとおり、歳入

におきましては国の三位一体改革による国庫

補助金の一般財源化と地方交付税の削減等に

より経常的な一般財源の規模が縮小してきて

いる状況であります。一方、歳出では人口構

成の高齢化や国、県からの事務移譲の影響等

から医療費や介護関係費など主として扶助的

な経費を中心に増加傾向が続いているわけで

あります。こうした一般財源歳入の減少と義

務的、基礎的歳出の増加が相まって、本町財

政は極めて厳しい状況に置かれているわけで

あります。 

 反面、総合公園や蓮湖渚公園の整備事業に

つきましては、都市機能の充実と町民の快適

で潤いのある環境として取り組んでいきたい

と考えているわけであります。 

 特に蓮湖渚公園につきましては、ビオトー

プ施設による自然保護、環境教育の一環とし

ても重要な事業として位置づけており、公園

として使用できる最小限の施設として整備を

行う予定であります。 

 したがいまして、議長ご指摘のとおり、厳

しい財政状況下ではありますが、２つの公園

整備につきましては、限られた財源の中で事

業の推進を図ってまいりたいと、こう思って

いるわけであります。 

 次に、堂下議長の行政改革とは何かという

質問でございます。 

 国の三位一体改革を進める中で、地方自治

体の財政規模は拡大せず、歳入が減少もしく

は停滞傾向にあります。それに反し、歳出の

面では福祉、医療、介護などの行政需要が増

加の一途をたどっている。このような厳しい

財政状況の中にあっても、町民が安心して豊

かに暮せる町をつくり、町民の幸せを実現す

るために実行しなければならないもの、これ

が行政改革だと考えているわけであります。 

 具体的には、第１に人件費を含めた内部経

費を見直し、スリム化した効率的な行政組織

をつくり上げること。２つ目に事務事業補助

金等について再検討を行い、実情に合った事

業を実施すること。３つ目に行政の守備範囲

を見直し、町民と協働の町をつくりあげるこ

と。４つ目に受益者負担の考え方に立った施

策を展開することだと考えておるわけであり

ます。 

 平成18年度はこの理念に基づき、所信表明

で述べましたように、次世代育成環境の充実、

健康寿命延伸のための高齢者施策の充実、教

育環境の充実、生活環境の整備と都市機能の

充実の４点の施策に重点を置くとともに、各

種福祉施策については受益者負担の考え方に

基づいて無料から一定の額の負担を基準とし、

真に福祉が必要な方々へのセーフティネット

を構築したいと考えておるわけであります。 

 私からは以上でございます。 

○副議長【野村輝久君】 高木和彦教育次長。 

   〔教育次長 高木和彦君 登壇〕 

○教育次長【高木和彦君】 私の方から、就

学援助制度と向粟崎体育館の照明の件につい
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てお答えをいたします。 

 就学援助制度につきましては、経済的な理

由によって就学が困難な児童生徒につきまし

て、学用品など学校に係る費用の一部を援助

し、円滑に義務教育が受けられるように配慮

した制度であります。年度当初にすべての保

護者にこの制度のお知らせを家族構成と所得

基準を例示しましてご案内をしております。

さらに、その記載内容につきまして、よりわ

かりやすいものにまた検討をして周知をした

いと思います。 

 もう一点、向粟崎体育館の照明の件につい

てでありますが、日本工業規格の明るさを示

す照度基準では、体育館は200ルクスから750

ルクスと規定をされております。向粟崎体育

館は明るい場所で250ルクス、くらいところで

200ルクスであります。照度基準の範囲内では

ありますが、さらに照度が上がるように改善

をしたいと思います。 

 以上であります。 

○副議長【野村輝久君】 夷藤芳夫町民福祉

部長。 

   〔町民福祉部長 夷藤芳夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【夷藤芳夫君】 堂下議長ご

質問の高齢者は楽でないというご質問にお答

えさせていただきます。 

 我が国は、急速な少子・高齢化の進行や厳

しい財政状況の中で、これまで社会保障制度

が前提としてきた諸条件が大きく変わりつつ

あり、一昨年の年金制度における給付と負担

の両面からの改革を初めとして、昨年の介護

保険制度の改革、引き続き本年度、医療制度

改革大綱による諸制度の改正が始まることと

なっており、高齢者を初めとして広域な影響

を及ぼしていると認識いたしております。 

 当町におきましても、少子・高齢化は否め

なく、限られた財源の中で従来からの制度の

見直しは必然であり、また行財政改革推進委

員会の中間答申での提言等からも幾つかの制

度を見直しいたしました。見直しの基本とい

たしまして、給付と負担のあり方の検討、画

一的な給付のあり方の見直し、多様なニーズ

への対応と財源確保等からであり、今回の介

護保険料の改定、長寿祝い金の見直し、65歳

から69歳までの老齢者医療助成の見直し、福

祉センター入館料の見直しなど、高齢者の方

に関連する幾つかの制度について改正、見直

しをいたしました。 

 また、それにより、より効果的な予算の重

点配分として高齢者の自立、参加の支援策と

してのシルバー人材センター等への支援施策、

医療より健康寿命の延伸のための予防対策、

健康づくり対策、介護保険事業による地域包

括支援センターの設置による新しい地域支援

事業や介護予防に重点を置いた施策などを図

っていくことにいたしました。 

 また、入院に係る医療費助成受給対象年齢

を満12歳まで引き上げるなど、将来、高齢者

を支えていく次世代育成支援のための施策も

講じてまいります。 

 いずれにいたしましても、今回の改正、見

直し等は高齢者の方にとってご負担になろう

かと思いますが、高齢化社会対策、高齢者福

祉を総合的に推進していくためのものであり

ますので、何とぞご理解賜りますようよろし

くお願いいたします。 

 次に、国保税の引き上げはやめるべきとの

ご質問でございます。 

 町の国民健康保険会計の平成17年度収支の

見込みは、歳入におきまして石川県から予定

している借入金を除きまして約１億3,000万

の赤字を計上し、平成16年度に引き続いて赤

字額を計上する見込みとなります。まだ完全

にというわけではございませんけれども、現

時点に立った段階で大体１億3,000万と。さら

に、平成18年度の国保会計予算案におきまし

て国の医療制度改革において４月より診療報

酬の引き下げが行われることになっておりま

すが、そのマイナス改定率3.2％を見込んで医

療費を推計をして、なおかつ大幅な赤字を計
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上する見込みとなっております。 

 議員ご承知のとおり、国保制度は必要な医

療給付費の約50％を国などからの補助金と残

り50％を被保険者の保険税で賄うことになっ

ております。現状から勘案しますると、保険

税の引き上げは制度上、本当にやむを得ない

こととなっております。 

 なお、今回ご提案いたしました保険税の改

正案につきましては、平成18年度においても

国保会計の赤字解消に至らない引き上げ率で

ありますが、被保険者の方々への激変緩和の

観点、また今後、医療制度改革における医療

費の影響等をこれらも見守り、平成18年度と

19年度の２カ年度にかけて段階的に赤字解消

を目指しての引き上げ率とした改定案でござ

いますので、何とぞこれをまたご理解賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○副議長【野村輝久君】 田中徹総務課長。 

   〔総務課長 田中徹君 登壇〕 

○総務課長【田中徹君】 堂下議長の後援会

の文書配布につきまして、公選法に違反する

のかどうかという明確なガイドラインを示し

てほしいという質問にお答えしたいと思いま

す。 

 その後援会の文書、個々の事例について、

その内容が公職選挙法に違反するかどうかに

ついては、その文書の内容、配布する時期、

配布の方法、対象等、その行為の実質に即し

て総合的に判断すると認識をいたしておりま

す。また、その判断につきましては、最終的

には司法当局が判断するものと考えておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

○副議長【野村輝久君】 以上で答弁が終了

いたしましたが、18番、堂下議員、よろしい

ですか。 

○18番【堂下清孝君】 （議席より）はい。 

○副議長【野村輝久君】 これにて職務が終

了いたしましたので、この際、議長職を交代

いたします。 

 堂下議長、よろしくお願いいたします。 

   〔副議長退席、議長着席〕 

○議長【堂下清孝君】 通告による質問は終

わりました。 

 ここで、通告に関連する質問のみ許します。 

 質問ありませんか。 

○議長【堂下清孝君】 16番、米田満さん。 

   〔16番 米田満君 登壇〕 

○16番【米田満君】 先ほどから野村君を先

頭にして３人余りの議員の方々が非常に熱心

に河北潟の浄化の問題を質問をしたわけでご

ざいます。私はそれに水をかけるような気持

ちはございませんが、この土地改良の管轄の

中に100ヘクタール余りの埋立田があるわけ

なんですが、それは当然、河北潟の水にみん

な依存をしておるわけでございます。一日も

早く浄化になることは希望するものでござい

ますが、これはやはりこの内灘町議会で当然

そういう声を出しておってもあんまり意味が

ないと。だから、これは河北郡の期成同盟か、

そういう中でしっかりと県議会の中で質問を

していただくようにひとつお願いをしたいと

思います。 

 しかしながら、これに関連するようでござ

いますが、私は一つ聞いておきたいことがご

ざいます。今、国の補助事業として採択をさ

れたかと思いますが、実は雨水の大根布バイ

パスというのが一応先輩議員である重原さん

の家の前をバイパス方式にしてやるような形

でおります。しかしながら、私の見た限りで

は、内灘町というのは一応昔からの何百年こ

の方累積をされました砂によってこうして積

もり積もって、そして今のそのようになって、

千鳥台、今の言うなれば海浜道路、そして100

メーター防風林、これが一つの尾根になった

ような形の形態の町でございます。 

 西東、東西に対しては２キロちょっと。そ

して、南北に対しては９キロ、こういう中で

100メーター防風林が先人の苦労によって大

きな役割を果たしてきたわけでございます。

そういう中で、当然、今、千鳥台は23メータ
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ー海抜、海浜道路のところはね。そうして、

ハマナスのところで29メーター、放水路を渡

ったところではやはり35メーターか、そうい

うような形で一応白帆台を過ぎたところでは

大体50メーターの高さで一応海抜になってお

るわけでございます。 

 先ほども町長言われましたように、風力発

電の問題は当然、その中で一応考えておるよ

うなことも聞いております。そういう中で、

そこの尾根になっておるようなその内灘町の

形態は、それは昔からの蓄積された砂の関係

で非常に沈下の率が少ないわけでございます。

これはやはり地下水を揚げることによっての

それである程度の沈下はありますが、しかし

ながら、これから東の方へ下ってくる一番東

の方で県道があるわけなんですが、その県道

から下は大体の半分余りが一応38年ごろから

の干拓地でございます。言うなれば埋立田で

ございます。それに40年ごろに堤防をつくり

まして、その堤防が今現在、一部直すという

ような形になっております。その堤防が前の

役場の跡、言うなれば保健センター、その下

にちょうど浅野川の河口とぶつかるところが

あるわけなんですが、そこが大体、今の現在

では22メーターの沈下をしております。そし

てまた、政見製作所、すなわち中学校の裏辺、

この堤防が１メーター700。そして、先ほど言

いました重原君の家の前の今、内灘バイパス

がつくというそこですが、そこで１メーター

300。こういうような実態が今出ておるわけで

ございます。 

 それを今、この３月から浅野川の流域の砂

を揚げて、一応県の河川課が災害事業か何か

そういうことでどこやら向かい場の方に砂を

水切りをして、それを持ってくるということ

で、大体平均、深いところで１メーター二、

三百、高いところで、そしてあとの800から900、

そういう形で今かさ盛りをしようということ

で、今実行に一部移っております。 

 そういうことを考えたときに、私の言いた

いのは、いつまでもこの雨水対策を、今、河

北潟浄化もいいんですが、当然していただき

たいんですが、内灘の形態をこのまま行った

ら単年度に一応ボックスの結局折れとかそう

いうことでいろいろな金がかかるということ

であるから、今から将来を見込んだ中で、ど

うしても浜の方へ一本、そういう大きなボッ

クスを入れるようなそういう考え方を今から

持っていかないと、財政非常に厳しい、厳し

いという中で、これからなおさら厳しくなっ

ていくんじゃないかと。うちはそれらにそう

いう一つの事業的なものを来ないようなとこ

ろでございますので、非常に難しい財政面が

これから来ようと思います。そういうときに

は、やはり今から長期的なことを考えた中で

それを当然やっていくのが一応町長のこれか

らの仕事じゃないかと思うんですが、その点

をひとつまず聞きたいということでございま

す。 

 当然、今のこの人口の推移というものは世

界的に大きく膨れ上がっております。1955年

に27億5,600万か、そういうような人口が、今

度40年で、この前1996年に57億6,800万か、そ

ういう人口に膨れ上がっておる。それを今、

25年になったら75億4,000万というような人

口に膨れ上がってくるという、ここで二十何

億という人口がまた伸びるわけでございます、

今から。そういうような形態を考えていった

ときに、日本はなるほど、だんだんだんだん

これからは人口が減っていきます。大体平成

20年には3,700万人の人口が減るというよう

な予想が立っております。こういう中で、や

はりこれから先進国はみんな人口が減ってい

くわけなんですが、どうしても食料難という

ものが来ようかと思います。 

 そういうときに、やはり内灘のこの今、平

均で１メーター整備をしたこの田はやはり貴

重なものであると。100ヘクタールある田でご

ざいますが、これを何とかやっぱりしっかり

と維持していくのが大事でないかと思います。 
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 そういうことを考えたときに、どうしても

そこの堤防のかさ上げは当然でございますが、

それに基づいてやはりそういう整備を東ばっ

し落とさないようにして、それは大きな金が

かかるということを頭に置いていただきたい

と、かように思います。 

 特に今のところ、大根布ら辺のところで１

沈下することによって、堤防のところでは５

から６沈下するというような実態じゃないか

と思います。ひとつ町長はそういう点を頭に

置いて、これからの行政に携わっていただき

たいと、かように思います。 

 それからもう一つ。この前、いきいき健康

センターの整備基金というものが、これは４

年前に1,500万円ずつ基金として積んでいこ

うと。前回の町長のときにそういうような65

歳からの無料のやつを一応100円取るという

ときにそういう話がありまして、それからこ

れを基金にしてかって福祉センターのターミ

ナルのどこかあの辺で一つの老人を対象にし

たようなセンターを新しく考えていこうとい

うような、そういう計画でこの基金を積んだ

わけなんですが、それがこの間の内示会の中

では取り崩すというような話も出たと思いま

す。 

 そういうことであれば、当然、これから先

ほども言いましたように管理公社の方に大き

なこれからの負担がかかると思います。そう

いうものにやはりしっかりと使っていくよう

なことを考えて、そうでないとなかなかあの

管理公社の形態が変わらない、もたないとい

うような気がいたします。そういうことをひ

とつ考えていただきたいと、かように思って

関連質問をしたわけでございますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 それともう一つ聞きたいのは、今の堤防の

へりに県の方から係留船というか、そういう

ものが一応一つのところに固めるというよう

なことで、土地改良の責任者としてこの６日

の日に県庁でひとつ出ていただけないかとい

うような話があるわけなんです。 

 そうすると、あの堤防から下10メーターほ

ど行ったところにヨシがずっと生えておるん

です。そこへ桟橋をつくって、そして両サイ

ド、言うなれば上下に頭をして、そしてそこ

につなぐと、こういう話で今聞いておるんで

すが、今、６日に行って具体的な話が出ると

思うんです。 

 しかしながら、土地改良の責任者として行

っただけで、この問題をどうのこうのという

ようなこともなかなか言えないんですが、問

題はその10メーターほど先にずっとヨシにな

っておるんですが、そのヨシがみんな取るよ

うなことになるとあの堤防がまた沈下するん

ですわ。だから、そういうことを考えたとき

に、町としてどういうような対応をしていっ

たらいいんか、これをちょっと伺いたいと思

いまして。 

 大体100坪とかなんとかというような話も

聞いておるんですわ。今、徹底的に無断係留

の船をそういうところに張りつけると。ただ、

内灘方面のやつには浅野川流域から大体下の

方に一応そういう予定をしていただきたいと、

こういうような話なんですが、これについて

町長はどういうような考え。ただ聞いてこい

というのか、それなりの意見を吐けというの

か。 

 土地改良の管理をする中でそれをどうした

らいいんか、非常に頭の痛い問題で、当然、

これは今、建設部長も一緒に行くようになっ

ておるんですが、こういう問題を我々の考え

方で決めていいもんやら悪いもんやら。後か

らおまえら決めてきたんやから、そんな堤防

が壊れて、そして何したから、おまえらそれ

は当然おまえらの責任で何でもせいやと、そ

ういうことになるとと大変なことでございま

すので、しっかりとその言質をとっておかん

と。そこをひとつ考えていただきたいと思い

ます。６日まででございますので。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 
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   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 米田議員の関連質

問ということでありますが、ちょっと一部専

門的なことでございますので、担当部長から

も答えていただければというふうに思ってい

ますので。 

 私の方から、大根布バイパスの話で、これ

までの議論の経緯もあって、その当時は海側

にも、あるいは放水路側にもということで検

討した結果、一番いいのが大根布のところへ

と。いわゆるバイパスとしてやったらどうだ

という話でありました。それはなぜかという

と、高額な予算が必要だということがあって

そういうふうにしたということでありますが、

これもこれからの時代のことで考えていかな

いということはいかんということであります

からぜひそれも検討の一つとしてこれから考

えていく必要があるのではないかなと、こう

思っているわけであります。 

 もう一つ、高齢者のいきいき健康センター

の積み立てなんですが、高齢者のいきいき健

康センターの積み立てというのは、これを取

り崩すんではなくて、積み立てをストップす

るということでありますので、これは先ほど

も申し上げましたけど、流通がよくなればま

た積み立てを開始するということであります

ので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

 あと、今のおっしゃいました土地改良につ

いての話なんですが、担当部長に今答えさせ

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長【堂下清孝君】 中本英夫都市整備部

長。 

   〔都市整備部長 中本英夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中本英夫君】 今ほどの米

田議員の関連質問にお答えしたいと思います。 

 まず１点目が、不法係留船の関係でござい

ます。 

 これは、犀川・大野川の水面利用調整協議

会というふうなことで、来たる３月６日県庁

で第１回目の会議が開催される予定でござい

ます。 

 犀川・大野川の周辺の関係者が出席しまし

て開催されるわけでございますが、地元向粟

崎地区の町会長・区長さん、それから土地改

良を代表して米田理事長、それから町の方か

ら私が出席するというふうなことで県の方か

ら依頼を受けてございます。 

 第１回目が開催される予定でございますけ

れども、まず協議会の運営の方法、それから

今後の取り組み方についての説明がありまし

て、今後どういうふうな形で整備していけば

いいのかというふうなことになろうかという

ふうに思ってございます。 

 今ほどの米田議員心配されている問題につ

きましては、今後、提示された中でまた協議

しながら、その協議会の中で意見として提示

すればいいかなというふうに考えてございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それからもう一点、埋立田の問題でござい

ますが、現在、100ヘクタールの埋立田があり

まして、当然、今後の食料事情等を勘案しま

すと、どうしても自給率の関係もございまし

て維持をしなきゃだめだというふうなことで

ございます。 

 その埋立田を守っています堤防が年々沈下

しているというふうなことでございますけれ

ども、これにつきましては県の方で大野川等

のしゅんせつ土を現在、今沈下しているとこ

ろに暫定的に盛り土を施しまして、最終的に

は２メーター50の天端に仕上げていくという

ふうなことで、継続して県の方で事業を行っ

てございますので、町としても今後、早期に

完成するように要望等を出していきたいとい

うふうに思っていますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 

○16番【米田満君】 （議席より）今わしが

言うのは、この会議に出席して、あこにヨシ

が生えとるあのヨシを、もしも桟橋をつくっ

てあれをやると、あのヨシが全然なくなって
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くる。ああいうところにヨシを植えておくこ

とによっての堤防の保存になるんやと。そう

いうものをほんならこっちの方へ引っ張って

くるような、県が言うたさかいにって、内灘

の方へ引っ張ってきていいのか悪いのかって。

そこはやっぱり行政の長たるものが決断をし

てもらわんとね。 

 あれは、いまだこんで内灘の堤防と一緒や

から、言うなればつくったときは農林省であ

ろうが河川課であろうが、今、これからあこ

にああいうちょうど10メーターほどのところ

にヨシがずっと生えておるんですが、ただ生

えないのは、結局、浅野川のあの川尻やわね。

あれのぶつかるところだけが30メーターほど

ヨシは生えんけど、あとずっと生えておるわ

けや。それを保存していくのかどうかって。

保存ということになると、こういう船の桟橋

をつくるわけにいかんのじゃないかという気

がするんですわ。だから、そういうものは堂々

とあこで言うてもいいんかいや。そこを言う

とらんや、わしは。ある程度の指示を受けん

と。 

   〔都市整備部長 中本英夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中本英夫君】 今ほど言わ

れるように、確かにヨシが生息して、それ自

体が堤防の保護につながっているというふう

に思われます。今現在、県の方で提示してい

る場所につきましては、一つの案としての提

示でございまして、それなりに町の事情等を

その協議会の中で十分述べていくこと自体は

特に問題はないと思いますので、その辺も町

と協議をしながら進めたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長【堂下清孝君】 ほかにありませんか。 

 15番、田中祥次さん。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）議席か

ら２点だけお願いをしたいと思います。 

 １点目は、堂下議員の方から質問がありま

したが、町長答弁では各種審議委員会等の答

申は絶対撤回ができないんだというお言葉が

ありました。本当にそうなのか。その審議委

員会の答申を尊重して、議会に諮って、そし

てその結論を出すというのが本当なのか。審

議委員会が決めたから絶対だめだというのが

本当なのか。その辺の問題を明確にひとつお

聞かせ願いたい。これが１点。 

 もう一点は、同じく堂下さんの質問の中で、

公職選挙で選挙管理委員会の責任者が言われ

ました。あらゆる事案については、司法当局

の判断に任せる以外にないというような意味

に私どもはとらえた。そうすると、町の選管

というのは何の仕事があるんですか。事後調

整か、それから町のだれかがそれを訴訟する

以外にそういった問題を阻止することはでき

ないんです。 

 私は、昨年の３月に公職選挙法のいろんな

問題に対して事細かに当時の公職選挙法に対

する見解を委員長に聞きましたら、そのとお

りであります。間違いありません。条文を挙

げながら申し上げたんです。だけど、今の答

えはそうでなかった。どちらが本当なのか。

その辺を明確にひとつ答えていただきたいと

思うんです。 

 そういう問題は、公職選挙法の第何条のど

こにどういうふうに書いてあるんだと、明確

な法律論を展開していただきたい。 

 その２点。 

○議長【堂下清孝君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 田中議員の関連質

問にお答えいたします。 

 今ほども審議委員会の答申が絶対なのかと

いうことでありますけれども、決してそうで

はありません。しかしながら、委員会の答申

は非常に重いということであります。尊重す

る、そしてそのことを議会の皆さんに提案し

て議決を得るということであるというふうに

思っております。 

○議長【堂下清孝君】 田中徹総務部総務課

長。 
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   〔総務課長 田中徹君 登壇〕 

○総務課長【田中徹君】 田中議員さんの関

連質問にお答えしたいと思います。 

 先ほど堂下議長の質問に対しまして私が答

弁した内容につきましては、公職選挙法の中

でも政治活動と選挙運動の境目の話でござい

まして、非常にはっきりとしたガイドライン

が出てない部分でございます。その個々の事

象をとらえまして、総合的に判断する内容と

なっておりますので、そういう答弁をさせて

いただきました。 

 以上でございます。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）だから、

公職選挙法の第何条のどこにあるんですか。

そんなあいまいなこと言わんと、きちっと公

職選挙法のここにこうありますと。 

○総務課長【田中徹君】 一つ一つの条文で

はなくて、総合的な判断になります。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）いわゆ

るそれもきちっと書いてあるよ。 

○総務課長【田中徹君】 いや、最終的には

その条文を、一つ一つの条文を総合的に判断

しまして、司法当局が判断するということで、

はっきりとした……。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）司法当

局が判断するって、そういうばかなことは書

いてないよ。 

○総務課長【田中徹君】 いや、取り締まり

したのは……。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）暫時休

憩してかって、それを調べますか。 

○総務課長【田中徹君】 いや、選挙管理委

員会はそれを調査したり……。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）選挙管

理委員会がその法律に基づいて言うんだから、

きちんと法律を出しなさいよ。 

○議長【堂下清孝君】 質問は質問、答えは

答え。はい、質問。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）だから、

法律に基づいてその答えをきちっと出しなさ

いよって。ほんなあいまいな。どこからどこ

までがどうってわかりませんけれども、いや、

司法の責任に任すなんて、そんなややこしい

こと言うなって。 

○総務課長【田中徹君】 済みません。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）第何条

の第何項の、公職選挙法にはこう書いてあり

ますと。こういう判断ですと。 

○総務課長【田中徹君】 言葉足らずで申し

わけありません。この具体的な個々の事案に

ついて判断するということでございまして、

その個々の事案によりまして適用される法律

が違うものですから、そういう答弁をいたし

ました。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）だから

どこの、公職選挙法の第何条の何項にそう書

いてあるかということをあんた知らんがかっ

て。あんた、責任者なんやろう。 

○総務課長【田中徹君】 その個々の行為の

具体的なもので判断するということでござい

ます。 

○15番【田中祥次君】 （議席より）公職選

挙法というのはでかいがあるんやろいね。そ

のどこの何条にどう書いてあるかということ

をあんた言うてくださいと言うとるんや。 

○総務課長【田中徹君】 個々の行為という

よりも、そこの法令というよりも、その行為

を公職選挙法に照らして判断するということ

でございます。 

○議長【堂下清孝君】 ほかに。──ないよ

うですから、これにて一般質問を終了いたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【堂下清孝君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。明４日から12日までの

９日間は、議案委員会審査のため休会にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長【堂下清孝君】 ご異議なしと認めま

す。よって、明４日から12日までの９日間は

休会とすることに決定をいたしました。 

 なお、来る13日は午後２時から本会議を開

き、各委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 長時間にわたり大変ご苦労さまでございま

した。 

 傍聴の皆様におかれましては、最後までの

傍聴、本当にありがとうございました。ご苦

労さまでございます。 

           午後５時28分散会 
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